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各課共通（行政経営
企画課）

知事
公益法人に対する措
置命令

公益社団法人及び公
益財団法人の認定等
に関する法律

第２８条第３項 × × ○ 公開済 ○ ○

各課共通（行政経営
企画課）

知事 公益認定の取消し
公益社団法人及び公
益財団法人の認定等
に関する法律

第２９条第１項 × × ○ 公開済 ○ ○

各課共通（行政経営
企画課）

知事 公益認定の取消し
公益社団法人及び公
益財団法人の認定等
に関する法律

第２９条第２項 × × ○ 公開済 ○ ○

各課共通（行政経営
企画課）

知事
特例民法法人に対す
る必要措置命令

一般社団法人及び一
般財団法人に関する
法律及び公益社団法
人及び公益財団法人
の認定等に関する法
律の施行に伴う関係
法律の整備等に関す
る法律

第９６条第１項 × × ×

各課共通（行政経営
企画課）

知事
特例民法法人に対す
る解散命令

一般社団法人及び一
般財団法人に関する
法律及び公益社団法
人及び公益財団法人
の認定等に関する法
律の施行に伴う関係
法律の整備等に関す
る法律

第９６条第２項 × × ×

各課共通（行政経営
企画課）

知事
登記を怠ることによ
る公益認定の取消し

一般社団法人及び一
般財団法人に関する
法律及び公益社団法
人及び公益財団法人
の認定等に関する法
律の施行に伴う関係
法律の整備等に関す
る法律

第１０９条第１項 × × ×

各課共通（行政経営
企画課）

知事
移行法人に対する措
置命令

一般社団法人及び一
般財団法人に関する
法律及び公益社団法
人及び公益財団法人
の認定等に関する法
律の施行に伴う関係
法律の整備等に関す
る法律

第１２９条第２項 × × ×

各課共通（行政経営
企画課）

知事 移行認可の取消し

一般社団法人及び一
般財団法人に関する
法律及び公益社団法
人及び公益財団法人
の認定等に関する法
律の施行に伴う関係
法律の整備等に関す
る法律

第１３１条第１項 × × ×

各課共通（行政経営
企画課）

知事
登記を怠ることによ
る移行認可の取消し

一般社団法人及び一
般財団法人に関する
法律及び公益社団法
人及び公益財団法人
の認定等に関する法
律の施行に伴う関係
法律の整備等に関す
る法律

第１３１条第２項 × × ×

各課共通（行政経営
企画課）

知事
公益信託の事務処理
に係る処分命令

公益信託ニ関スル法
律

第４条第１項 × × ×

各課共通（行政経営
企画課）

知事 信託の変更命令
公益信託ニ関スル法
律

第５条第１項 × × ×

各課共通（行政経営
企画課）

知事
指定管理者の指定の
取消し

地方自治法
第２４４条の２第１
１項 × × ×

各課共通（行政経営
企画課）

知事
指定管理者の業務の
全部停止命令

地方自治法
第２４４条の２第１
１項 × × ×

各課共通（行政経営
企画課）

知事
指定管理者の業務の
一部停止命令

地方自治法
第２４４条の２第１
１項 × × ×

行政経営企画課 知事
公益事業以外の事業
の停止命令

宗教法人法 第７９条第１項 × × ×

行政経営企画課 知事
規則、合併の認証の
取消

宗教法人法 第８０条第１項 × × ×

財産活用課 知事 ○ ○ ○ 公開済 ○

財産活用課 出先機関等の長 ○ 公開済 ○

総務事務厚生課 知事
事実婚を事由とする
扶助料の失権処分

恩給法 第８０条第２項 × × ○ 公開済 ○
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総務事務厚生課 知事
恩給受給権調査に関
する申立書の未提出
の支給差止め

恩給給与規則 第３４条の５ × × ○ 公開済 ○

防災企画課 知事
従事命令、協力命
令、保管命令

災害対策基本法 第７１条第１項 × ○ 公開済 ○

防災企画課 知事
応急措置義務への従
事命令

災害対策基本法 第７３条第１項 × ○ 公開済 ○

消防防災指導課 知事 第二種事業所の指定
石油コンビナート等
災害防止法

第２条第５号 × × ○ 公開済 ○

消防防災指導課 知事
危険物の貯蔵、取扱
に関する措置命令

消防法 第１１条の５第１項 × × ○ 公開済 ○

消防防災指導課 知事
危険物施設の位置等
の措置命令

消防法 第１２条第２項 × × ○ 公開済 ○

消防防災指導課 知事
危険物施設の許可取
消、使用停止

消防法 第１２条の２第１項 × × ○ 公開済 ○

消防防災指導課 知事
危険物施設の使用停
止命令

消防法 第１２条の２第２項 × × ○ 公開済 ○

消防防災指導課 知事
危険物施設の緊急使
用停止命令等

消防法 第１２条の３ × × ○ 公開済 ○

消防防災指導課 知事
危険物取扱者免状の
返納命令

消防法 第１３条の２第５項 × × ○ 公開済 ○

消防防災指導課 知事
危険物保安統括管理
者等解任命令

消防法 第１３条の２４ × × ○ 公開済 ○

消防防災指導課 知事 予防規程の変更命令 消防法 第１４条の２第３項 × × ○ 公開済 ○

消防防災指導課 知事
事故時の応急措置命
令（製造所）

消防法 第１６条の３第３項 × × × 非公開 ×

消防防災指導課 知事
無許可施設等に対す
る措置命令

消防法 第１６条の６ × × × 非公開 ×

消防防災指導課 知事
消防設備士免状の返
納命令

消防法 第１７条の７第２項 × × ○ 公開済 ○

総合政策課 知事
欠格事項判明による
不動産鑑定業者登録
削除

不動産の鑑定評価に
関する法律

第３０条第２号 × × ×

総合政策課 知事
登録換えによる不動
産鑑定業者登録消除

不動産の鑑定評価に
関する法律

第３０条第５号 × × ×

総合政策課 知事
不正の判明による不
動産鑑定業者登録消
除

不動産の鑑定評価に
関する法律

第３０条第６号 × × ×

総合政策課 知事
不動産鑑定業者の登
録の消除等

不動産の鑑定評価に
関する法律

第４１条 × × ×

市町村振興局政策支
援課

知事
水洗炭業者の登録の
取消

水洗炭業に関する法
律

第１１条第１項 × × ○ 公開済 ○

市町村振興局政策支
援課

知事
水洗炭業者の登録の
抹消

水洗炭業に関する法
律

第１２条第１項 × × ○ 公開済 ○

市町村振興局政策支
援課

知事
作業方法の変更、施
設改善命令

水洗炭業に関する法
律

第１３条第１項 × × ○ 公開済 ○

市町村振興局政策支
援課

知事
水洗炭業者の事業の
停止命令

水洗炭業に関する法
律

第１３条第２項 × × ○ 公開済 ○

市町村振興局政策支
援課

知事
水洗炭業者の登録取
消、事業停止

水洗炭業に関する法
律

第１４条第１項 × × ○ 公開済 ○

市町村振興局行財政
支援課

選挙管理委員会 報告書等の訂正命令 政治資金規正法 第３１条 × × ×

市町村振興局行財政
支援課

知事

行政書士（法人）に
対する戒告、２年以
内の業務の停止（全
部又は一部）、業務
の禁止（解散）

行政書士法 第１４条、第１４条の２ × × ×

情報政策課 知事
小規模施設特定有線
一般放送事業者に対
する業務停止命令

放送法 第１７４条 × × ○ 非公開

交通政策課 知事 指示処分
自動車運転代行業の
業務の適正化に関す
る法律

第２２条第２項 × × ○ 公開済 ○

社会活動推進課 知事 設立の認証の取消
特定非営利活動促進
法

第１３条第３項 × × ×

社会活動推進課 知事 合併の認証の取消
特定非営利活動促進
法

第３９条第２項 × × ×

社会活動推進課 知事
特定非営利活動法人
に対する改善命令

特定非営利活動促進
法

第４２条 × × ×

社会活動推進課 知事 設立の認証の取消
特定非営利活動促進
法

第４３条第１項 × × ×
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社会活動推進課 知事 設立の認証の取消
特定非営利活動促進
法

第４３条第２項 × × ×

社会活動推進課 知事
認定ＮＰＯ法人等に
対する勧告

特定非営利活動促進
法

第６５条第１項 × × ×

社会活動推進課 知事
本県に従たる事務所
を置く認定ＮＰＯ法
人等に対する勧告

特定非営利活動促進
法

第６５条第２項 × × ×

社会活動推進課 知事
認定ＮＰＯ法人等に
対する命令

特定非営利活動促進
法

第６５条第４項 × × ×

社会活動推進課 知事
その他の事業の停止
命令

特定非営利活動促進
法

第６６条第１項 × × ×

社会活動推進課 知事 認定の取消
特定非営利活動促進
法

第６７条第１項、第
２項 × × ×

社会活動推進課 知事 特例認定の取消
特定非営利活動促進
法

第６７条第３項で準
用する同条第１項、
第２項

× × ×

生活安全課 知事

組合員以外の者に対
して事業を利用させ
ている消費生活協組
合に対する措置命令

消費生活協同組合法 第１２条第６項 × × ×

生活安全課 知事
共済計理人の解任命
令

消費生活協同組合法 第５０条の１３ × × ×

生活安全課 知事
共済契約の解約に係
る業務停止命令等

消費生活協同組合法 第５３条の５ × × ×

生活安全課 知事
共済事業を行う組合
に対する定款等の変
更命令等

消費生活協同組合法 第９４条の２第１項 × × ×

生活安全課 知事
共済事業を行う組合
に対する業務停止命
令等

消費生活協同組合法
第９４条の２第２
項、第５項 × × ×

生活安全課 知事
共済事業規約の認可
の取消

消費生活協同組合法 第９４条の２第４項 × × ×

生活安全課 知事
貸付事業規約の認可
の取消

消費生活協同組合法 第９４条の２第５項 × × ×

生活安全課 知事
法令等の違反に対す
る措置命令

消費生活協同組合法 第９５条第１項 × × ×

生活安全課 知事
消費生活協同組合に
対する事業停止命令
等

消費生活協同組合法 第９５条第２項 × × ×

生活安全課 知事
消費生活協同組合に
対する解散命令

消費生活協同組合法 第９５条第３項 × × ×

生活安全課 知事
総会議決、選挙、当
選の取消

消費生活協同組合法 第９６条第１項 × × ×

生活安全課 知事
共済掛金率の変更命
令

自動車損害賠償保障
法

第２７条の２第１項 × × ×

生活安全課 知事
生活関連物資等の売
渡しに関する命令

生活関連物資等の買
占め及び売惜しみに
対する緊急措置に関
する法律

第４条第２項 × × ×

生活安全課 知事
業務に関する必要な
指示

ゴルフ場等に係る会
員契約の適正化に関
する法律

第１０条 × × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事
会員制事業者の業務
停止命令

ゴルフ場等に係る会
員契約の適正化に関
する法律

第１１条第１項 × × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事
訪問販売に係る販売
業者又は役務提供事
業者に対する指示

特定商取引に関する
法律

第７条第１項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事

訪問販売に係る販売
業者又は役務提供事
業者に対する業務の
停止

特定商取引に関する
法律

第８条第１項、第２
項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事
訪問販売に係る業務
の禁止

特定商取引に関する
法律

第８条の２第１項、
第２項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事

通信販売に係る販売
業者若しくは役務提
供事業者又は通信販
売電子メール広告受
託事業者に対する指
示

特定商取引に関する
法律

第１４条第１項、第
２項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事

通信販売に係る販売
業者若しくは役務提
供事業者又は通信販
売電子メール広告受
託事業者に対する業
務の停止

特定商取引に関する
法律

第１５条第１～３項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事
通信販売に係る業務
の禁止

特定商取引に関する
法律

第１５条の２第１
項、第２項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事

電話勧誘販売に係る
販売業者又は役務提
供事業者に対する指
示

特定商取引に関する
法律

第２２条第１項 ○ × ○ 公開済 ○
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生活安全課 知事

電話勧誘販売に係る
販売業者又は役務提
供事業者に対する業
務の停止

特定商取引に関する
法律

第２３条第１項、第
２項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事
電話勧誘販売に係る
業務の禁止

特定商取引に関する
法律

第２３条の２第１
項、第２項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事

統括者、勧誘者、一
般連鎖販売業者又は
連鎖販売取引電子
メール広告受託事業
者に対する指示

特定商取引に関する
法律

第３８条第１～４項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事

統括者、勧誘者、一
般連鎖販売業者又は
連鎖販売取引電子
メール広告広告受託
事業者に対する連鎖
販売取引の停止

特定商取引に関する法律 第３９条第１～５項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事
連鎖販売取引に係る
業務の禁止

特定商取引に関する
法律

第３９条の２第１～
４項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事

特定継続的役務提供
に係る役務提供事業
者又は販売業者に対
する指示

特定商取引に関する
法律

第４６条第１項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事

特定継続的役務提供
に係る役務提供事業
者又は販売業者に対
する業務の停止

特定商取引に関する
法律

第４７条第１項、第
２項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事
特定継続的役務提供
に係る業務の禁止

特定商取引に関する
法律

第４７条の２第１
項、第２項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事

業務提供誘引販売業
を行う者又は業務提
供誘引販売取引電子
メール広告受託事業
者に対する指示

特定商取引に関する
法律

第５６条第１項、第
２項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事

業務提供誘引販売業
を行う者又は業務提
供誘引販売取引電子
メール広告受託事業
者に対する業務提供
誘引販売取引の停止

特定商取引に関する
法律

第５７条第１項～３
項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事
業務提供誘引販売に
係る業務の禁止

特定商取引に関する
法律

第５７条の２第１
項、第２項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事
訪問購入に係る購入
業者に対する指示

特定商取引に関する
法律

第５８条の１２第１
項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事
訪問購入に係る購入
業者に対する業務の
停止

特定商取引に関する
法律

第５８条の１３第１
項、第２項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事
訪問購入に係る業務
の禁止

特定商取引に関する
法律

第５８条の１３の２
第１項、第２項 ○ × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事
個別信用購入あっせ
ん業者への改善命令

割賦販売法
第３５条の３の２１
第１項 × × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事
登録個別信用購入
あっせん業者への業
務停止命令

割賦販売法
第３５条の３の３２
第２項 × × ○ 公開済 ○

生活安全課 知事
法令違反に対する是
正等の措置命令

不当景品類及び不当
表示防止法

第７条第１項 × × ×

私学振興課 知事 学校の閉鎖命令 学校教育法 第１３条 × × ×

私学振興課 知事 専修学校の閉鎖命令 学校教育法 第１３３条第１項 × × ×

私学振興課 知事 各種学校の閉鎖命令 学校教育法 第１３４条第２項 × × ×

私学振興課 知事
無認可教育施設への
教育停止命令

学校教育法 第１３６条第２項 × × ×

私学振興課 知事
学校法人に対する措
置命令

私立学校法 第１３３条第１項 × × ×

私学振興課 知事
学校法人の収益事業
の停止命令

私立学校法 第１３４条第１項 × × ×

私学振興課 知事 学校法人の解散命令 私立学校法 第１３５条第１項 × × ×

私学振興課 知事
準学校法人に対する
措置命令

私立学校法 第１５２条第６項 × × ×

私学振興課 知事
準学校法人の収益事
業の停止命令

私立学校法 第１５２条第６項 × × ×

私学振興課 知事
準学校法人の解散命
令

私立学校法 第１５２条第６項 × × ×

私学振興課 知事 定員の是正命令
激甚災害に対処する
ための特別の財政援
助等に関する法律

第１７条第３項 × × ×

私学振興課 知事
学校法人の収容定員
超過是正命令

私立学校振興助成法 第１２条第２号 × × ×
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私学振興課 知事
準学校法人の収容定
員超過是正命令等

私立学校振興助成法 第１６条 × × ×

健康増進課 知事
栄養士免許の取消、
名称使用の停止

栄養士法 第５条 × × ○ 公開済 ○

健康増進課 知事
管理栄養士必置の特
定給食施設の指定

健康増進法 第２１条第１項 × × ○ 公開済 ○

健康増進課 知事 調理師免許の取消 調理師法 第６条第１項 × × ○ 公開済 ○

健康増進課 知事 調理師免許の取消 調理師法 第６条第２項 × × ○ 公開済 ○

健康増進課 知事
特定施設等における
喫煙の中止、退出命
令

健康増進法 第２９条第２項 × × ×

健康増進課 知事
特定施設等の管理権
限者等に対する措置
命令

健康増進法 第３２条第３項 × × ×

健康増進課 知事
喫煙専用室設置施設
等の管理権限者に対
する措置命令

健康増進法 第３４条第３項 × × ×

健康増進課 知事
喫煙目的室設置施設
の管理権限者に対す
る措置命令

健康増進法 第３６条第４項 × × ×

健康増進課 知事
喫煙可能室設置施設
の管理権限者に対す
る措置命令

健康増進法の一部を
改正する法律

附則第２条第１項 × × ×

健康増進課 知事

指定たばこ専用喫煙
室設置施設等の管理
権限者に対する措置
命令

健康増進法の一部を
改正する法律

附則第３条第１項 × × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
不正受給者からの不
正利得の徴収

原子爆弾被爆者に対
する援護に関する法
律

第４７条第１項 × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
医療特別手当等の一
時差止

原子爆弾被爆者に対
する援護に関する法
律

第３０条第２項 × ×

がん感染症疾病対策
課

各保健福祉（環境）
事務所長

一般疾病医療機関の
指定の取消

原子爆弾被爆者に対
する援護に関する法
律

第１９条第３項 ○ ×

がん感染症疾病対策
課

知事
指定医療機関の指定
の取消

原子爆弾被爆者に対
する援護に関する法
律施行令

第２２条 × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
扶養義務者からの費
用の徴収

ハンセン病問題の解
決の促進に関する法
律

第２１条第１項 × ×

がん感染症疾病対策
課

知事 援護の変更

ハンセン病問題の解
決の促進に関する法
律第19条に規定する
援護に関する政令

第２条第６項 × ×

がん感染症疾病対策
課

知事 援護の停止、廃止

ハンセン病問題の解
決の促進に関する法
律第19条に規定する
援護に関する政令

第２条第７項 × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
援護の変更、停止、
廃止

ハンセン病問題の解
決の促進に関する法
律第19条に規定する
援護に関する政令

第２条第１３項 × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
不正受給者からの費
用徴収

ハンセン病問題の解
決の促進に関する法
律第19条に規定する
援護に関する政令

第３条 × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
医療特別手当証書の
返還命令

原子爆弾被爆者に対
する援護に関する法
律施行令

第４０条第２項 × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
特別手当証書の返還
命令

原子爆弾被爆者に対
する援護に関する法
律施行令

第４６条 × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
健康管理者手当証書
の返還命令

原子爆弾被爆者に対
する援護に関する法
律施行令

第５４条 × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
保健手当証書の提出
命令

原子爆弾被爆者に対
する援護に関する法
律施行令

第６２条第１項 × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
保健手当証書の返還
命令

原子爆弾被爆者に対
する援護に関する法
律施行令

第６３条 × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
指定届出機関の指定
取消

感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律

第１４条第６項 × ×

がん感染症疾病対策
課

知事 健康診断の措置
感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律

第１７条第２項、第
４５条第２項（新感
染症）

○ ×
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がん感染症疾病対策
課

知事 就業制限
感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律

第１８条第２項 ○ ×

がん感染症疾病対策
課

知事 入院の措置
感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律

第１９条第３項（応
急入院）、第２０条
第２項（本入院）、
第２０条第４項（入

○ ×

がん感染症疾病対策
課

知事
感染症の病原体に汚
染された場所の消毒

感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律

第２７条第１項 ○ ×

がん感染症疾病対策
課

知事
ねずみ族、昆虫等の
駆除

感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律

第２８条第１項 ○ ×

がん感染症疾病対策
課

知事 物件に係る措置
感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律

第２９条第１項 ○ ×

がん感染症疾病対策
課

知事 死体の移動制限等
感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律

第３０条第１項 ○ ×

がん感染症疾病対策
課

知事
生活の用に供される
水の使用制限等

感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律

第３１条第１項 ○ ×

がん感染症疾病対策
課

知事
建物への立入りの制
限、禁止

感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律

第３２条第１項 ○ ×

がん感染症疾病対策
課

知事 交通の制限又は遮断
感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律

第３３条 × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
感染症指定医療機関
の指定取消

感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律

第３８条第９項 ○ ×

がん感染症疾病対策
課

知事
新感染症に係る消毒
その他の措置

感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律

第５０条 × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
特定医療費の支給認
定の取消し

難病の患者に対する
医療等に関する法律

第１１条第１項 × × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
指定医療機関等に対
する報告等の命令

難病の患者に対する
医療等に関する法律

第２１条第１項 × × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
指定医療機関の開設
者に対する措置の命
令

難病の患者に対する
医療等に関する法律

第２２条第３項 × × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
指定医療機関に対す
る指定の取消し等

難病の患者に対する
医療等に関する法律

第２３条 × × ×

がん感染症疾病対策
課

知事 不正利得の徴収
難病の患者に対する
医療等に関する法律

第３４条第１項、第
２項 × × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
指定難病の患者等に
対する報告等の命令

難病の患者に対する
医療等に関する法律

第３５条第１項 × × ×

がん感染症疾病対策
課

知事
指定医の指定の取消
し

難病の患者に対する
医療等に関する法律
施行規則

第２０条第２項、第
３項 × × ×

生活衛生課 知事 ○ ○ ○ 非公開

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 知事 ○ ○ ○ 非公開

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

食品衛生法 第５９条

営業許可の取消、営
業禁止、停止等

食品衛生法 第６０条第１項

食品等の廃棄命令
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生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 知事 ○ ○ ○ 非公開

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 知事 ○ ○ ○ 非公開

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 知事 ○ ○ ○ 非公開

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ○ 非公開

おもちゃに係る営
業、停止等

食品衛生法 第６８条第１項

営業許可の取消、営
業禁止、停止等

食品衛生法 第６０条第１項

営業許可の取消、改
善命令、営業禁止、
停止

食品衛生法 第６１条

おもちゃの廃棄命令 食品衛生法 第６８条第１項



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
に備置
き

関係出
先機関
に備置
き

県民情
報セン
ター等
に備置
き

県の
ホーム
ページ
で公開

令和７年７月４日現在

主務課（室）名 行政庁等 不利益処分名 法令名 根拠条項

処
分
基
準
の
設
定

出
先
機
関
の
長
へ
の

委
任
等
の
有
無

有の場
合

無の場
合

設定有の場合

運
用
通
達
の
発
出

の
有
無

出
先
機
関
に
お
け

る
処
分
の
有
無

公
開

（公開済の場合）公開方法

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 知事 ○ ○ ○ 非公開

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ○ 非公開

生活衛生課 知事
食品衛生管理者及び
食品衛生監視員養成
施設の登録の取消

食品衛生法施行令 第１８条 × × ×

生活衛生課 知事
講習会実施者への適
合命令

食品衛生法施行令 第２８条 × × ×

生活衛生課 知事
講習会実施者への改
善命令

食品衛生法施行令 第２９条 × × ×

生活衛生課 知事 講習会の登録取消等 食品衛生法施行令 第３０条 × × ×

生活衛生課 知事 措置命令 食品表示法 第６条第５項 ○ ○ ×

生活衛生課 知事
回収命令、営業禁
止、停止等

食品表示法 第６条第８項 ○ ○ ○ 公開済 ○ ○

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ×

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ×

おもちゃに係る営
業、停止等

食品衛生法 第６８条第１項

改善命令、営業禁
止、営業停止

食品衛生法

理容師の業務停止命
令

理容師法 第１０条第２項

第６８条第３項

理容所の閉鎖命令 理容師法 第１４条第１項



不利益処分一覧（行政手続法適用） 
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き

県民情
報セン
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き
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ホーム
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で公開

令和７年７月４日現在

主務課（室）名 行政庁等 不利益処分名 法令名 根拠条項
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設
定
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先
機
関
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長
へ
の

委
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無

有の場
合

無の場
合

設定有の場合
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達
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出
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無

出
先
機
関
に
お
け

る
処
分
の
有
無

公
開

（公開済の場合）公開方法

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ×

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 知事
理容師養成施設の指
定の取消し

理容師養成施設指定
規則

第１３条 × × ×

生活衛生課 知事 ○ ×

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 （生活衛生課）
興行場営業の許可取
消、営業停止

興行場法 第６条 ○ ×

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ×

理容所の閉鎖命令 理容師法 第１４条第１項

理容所の閉鎖命令 理容師法 第１４条第２項

墓地・納骨堂又は火
葬場の許可の取消等

墓地・埋葬等に関す
る法律

第１９条

興行場営業の許可取
消、営業停止

興行場法 第６条



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
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ホーム
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設
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関
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委
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等
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無

有の場
合

無の場
合
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達
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無
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処
分
の
有
無

公
開

（公開済の場合）公開方法

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ×

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 知事
旅館業営業の許可取
消、営業停止

旅館業法 第８条 × × ×

生活衛生課 知事 業務改善命令 住宅宿泊事業法 第１５条 × × ×

生活衛生課 知事 業務停止命令 住宅宿泊事業法 第１６条第１項 × × ×

生活衛生課 知事 事業廃止命令 住宅宿泊事業法 第１６条第２項 × × ×

生活衛生課 知事
公衆浴場営業の許可
取消、営業停止

公衆浴場法 第７条第１項 × × ×

生活衛生課 （生活衛生課） ×

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 知事
化製場又は死亡獣畜
取扱場許可取消等

化製場等に関する法
律

第７条第１項 × × ×

構造設備基準に適合
させるための措置命
令等

旅館業法 第７条の２

化製場等構造設備の
改善命令

化製場等に関する法
律

第６条の２

興行場営業の許可取
消、営業停止

興行場法 第６条



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
に備置
き

関係出
先機関
に備置
き

県民情
報セン
ター等
に備置
き

県の
ホーム
ページ
で公開

令和７年７月４日現在

主務課（室）名 行政庁等 不利益処分名 法令名 根拠条項

処
分
基
準
の
設
定

出
先
機
関
の
長
へ
の

委
任
等
の
有
無

有の場
合

無の場
合

設定有の場合

運
用
通
達
の
発
出

の
有
無

出
先
機
関
に
お
け

る
処
分
の
有
無
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開

（公開済の場合）公開方法

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ×

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 知事
準用施設の許可取消
等

化製場等に関する法
律

第８条 × × ×

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ×

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ×

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ×

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ×

第１０条の２

営業停止、クリ－ニ
ング所閉鎖

クリ－ニング業法 第１１条

準用施設の改善命令
化製場等に関する法
律

第８条

業務従事者の業務停
止命令

クリ－ニング業法 第９条

営業者への必要な措
置の命令

クリ－ニング業法



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
に備置
き

関係出
先機関
に備置
き

県民情
報セン
ター等
に備置
き

県の
ホーム
ページ
で公開

令和７年７月４日現在

主務課（室）名 行政庁等 不利益処分名 法令名 根拠条項

処
分
基
準
の
設
定

出
先
機
関
の
長
へ
の

委
任
等
の
有
無

有の場
合

無の場
合

設定有の場合

運
用
通
達
の
発
出

の
有
無

出
先
機
関
に
お
け

る
処
分
の
有
無

公
開

（公開済の場合）公開方法

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 知事
クリ－ニング師の免
許の取消

クリ－ニング業法 第１２条 × × ×

生活衛生課 知事
処理する獣畜、頭数
の制限

と畜場法 第５条第２項 × × ×

生活衛生課 知事
衛生管理責任者の解
任命令

と畜場法 第８条 × × ×

生活衛生課 知事
作業衛生責任者の解
任命令

と畜場法 第８条 〇 × ×

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ×

生活衛生課 食肉衛生検査所長 ×

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ×

生活衛生課 食肉衛生検査所長 ×

生活衛生課 知事 ○ × ×

生活衛生課 食肉衛生検査所長 ×

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ×

生活衛生課 食肉衛生検査所長 ×

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ×

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ×

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ×

営業停止、クリ－ニ
ング所閉鎖

クリ－ニング業法 第１１条

美容師の業務停止命
令

美容師法 第１０条第２項

美容所の閉鎖命令 美容師法

第１５条第１項

と殺場所等の取扱方
法等の指示

と畜場法 第１３条第３項

と殺等の禁止、と畜
場の消毒等

と畜場法 第１６条

と畜場の設置の許可
取消、使用停止等

と畜場法 第１８条第１項

と殺、解体業務の禁
止、停止等

と畜場法 第１８条第２項



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
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開

（公開済の場合）公開方法

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ×

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ×

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ×

生活衛生課 知事
美容師養成施設の指
定の取消し

美容師養成施設指定
規則

第１２条 × × ×

生活衛生課 知事
生同組合の適正化規
程の認可取消

生活衛生関係営業の
運営の適正化及び振
興に関する法律

第１１条第１項 × × ×

生活衛生課 知事
生同組合の適正化規
程の変更命令

生活衛生関係営業の
運営の適正化及び振
興に関する法律

第１１条第１項 × × ×

生活衛生課 知事
生同組合の適正化規
程の認可取消

生活衛生関係営業の
運営の適正化及び振
興に関する法律

第１１条第２項 × × ×

生活衛生課 知事
生同組合の組合協約
の認可の取消

生活衛生関係営業の
運営の適正化及び振
興に関する法律

第１４条の１０第３
項 × × ×

生活衛生課 知事
生同組合の組合協約
の認可の変更命令

生活衛生関係営業の
運営の適正化及び振
興に関する法律

第１４条の１０第３
項 × × ×

生活衛生課 知事 生同組合の解散命令
生活衛生関係営業の
運営の適正化及び振
興に関する法律

第５２条の３ × × ×

生活衛生課 知事
生同小組合の解散命
令

生活衛生関係営業の
運営の適正化及び振
興に関する法律

第５２条の１０第１
項 × × ×

生活衛生課 知事
県指導センターの指
定に対する改善命令

生活衛生関係営業の
運営の適正化及び振
興に関する法律

第５７条の７ 〇 × ×

生活衛生課 知事
県指導センター指定
の取消

生活衛生関係営業の
運営の適正化及び振
興に関する法律

第５７条の８ × × ×

生活衛生課 知事
製菓衛生師免許の取
消

製菓衛生師法 第８条 × × ×

生活衛生課 知事
製菓衛生師養成施設
の指定の取消し

製菓衛生師法施行令 第２３条 × × ×

生活衛生課 知事
特定建築物所有者へ
の改善命令等

建築物における衛生
的環境の確保に関す
る法律

第１２条 × × ×

生活衛生課 知事
登録営業所の登録の
取消

建築物における衛生
的環境の確保に関す
る法律

第１２条の４ × × ×

美容所の閉鎖命令 美容師法

第１５条第１項

第１５条第２項



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
に備置
き

関係出
先機関
に備置
き

県民情
報セン
ター等
に備置
き

県の
ホーム
ページ
で公開

令和７年７月４日現在
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生活衛生課 知事
食鳥処理の事業の許
可取消、停止命令

食鳥処理の事業の規
制及び食鳥検査に関
する法律

第８条 × × ×

生活衛生課 知事
食鳥処理場整備改善
命令等

食鳥処理の事業の規
制及び食鳥検査に関
する法律

第９条 × × ×

生活衛生課 知事
食鳥処理衛生管理者
の解任命令

食鳥処理の事業の規
制及び食鳥検査に関
する法律

第１３条 × × ×

生活衛生課 知事
食鳥処理衛生管理者
の解任命令

食鳥処理の事業の規
制及び食鳥検査に関
する法律

第１６条第６項 × × ×

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ×

生活衛生課 食肉衛生検査所長 ×

生活衛生課 知事 役員等の解任命令
食鳥処理の事業の規
制及び食鳥検査に関
する法律

第２６条第３項 × × ×

生活衛生課 知事
指定検査機関への監
督命令

食鳥処理の事業の規
制及び食鳥検査に関
する法律

第３１条 × × ×

生活衛生課 知事
指定検査機関の指定
取消し等

食鳥処理の事業の規
制及び食鳥検査に関
する法律

第３３条 × × ×

生活衛生課 知事
養成施設の登録取消
し

食鳥処理の事業の規
制及び食鳥検査に関
する法律施行令

第５条 × × ×

生活衛生課 知事
講習会実施者への適
合命令

食鳥処理の事業の規
制及び食鳥検査に関
する法律施行令

第１５条 × × ×

生活衛生課 知事
講習会実施者への改
善命令

食鳥処理の事業の規
制及び食鳥検査に関
する法律施行令

第１６条 × × ×

生活衛生課 知事 講習会の登録取消し
食鳥処理の事業の規
制及び食鳥検査に関
する法律施行令

第１７条 × × ×

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ○

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ○

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

食鳥のと殺、脱羽又
は内臓摘出の禁止等

食鳥処理の事業の規
制及び食鳥検査に関
する法律

第２０条

第一種動物取扱業者
の登録取消し等

動物の愛護及び管理
に関する法律

第１９条第１項

犬猫等販売業者に対
する検案書等提出命
令

動物の愛護及び管理
に関する法律

第２２条第６項
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生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ○

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ○

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ○

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ○

特定動物飼養保管許
可の取消し

動物の愛護及び管理
に関する法律

第２９条

第一種動物取扱業者
の勧告・命令

動物の愛護及び管理
に関する法律

第２３条第４項

第一種動物取扱業者
であった者に対する
命令

動物の愛護及び管理
に関する法律

第２４条の２第２項

多頭飼育者に対する
勧告・命令

動物の愛護及び管理
に関する法律

第２５条

犬猫等販売業者に対
する検案書等提出命
令

動物の愛護及び管理
に関する法律

第２２条第６項
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生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 （生活衛生課） ○ ○

生活衛生課 筑紫保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 粕屋保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 糸島保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 田川保健福祉事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 北筑後保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 南筑後保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

生活衛生課 京築保健福祉環境事務所長 ○ 公開済 ○

医療指導課
各保健福祉（環境）
事務所長

業務に関する必要な
指示

あん摩マツサ-ジ指
圧師、はり師、きゆ
う師等に関する法律

第８条第１項 ×

医療指導課
各保健福祉（環境）
事務所長

施術所の使用禁止、
改善命令

あん摩マツサ-ジ指
圧師、はり師、きゆ
う師等に関する法律

第１１条第２項 ×

医療指導課
各保健福祉（環境）
事務所長

医業類似行為者の業
務に関する必要な指
示

あん摩マツサ-ジ指
圧師、はり師、きゆ
う師等に関する法律

第１２条の２第２項 ×

医療指導課
各保健福祉（環境）
事務所長

医業類似行為者の施
術所の使用禁止等

あん摩マツサ-ジ指
圧師、はり師、きゆ
う師等に関する法律

第１２条の２第２項 ×

医療指導課 知事
医業類似行為業者の
業務禁止等

あん摩マツサ-ジ指
圧師、はり師、きゆ
う師等に関する法律

第１２条の３ × × ×

医療指導課
各保健福祉（環境）
事務所長

医業類似行為業者の
業務禁止等

あん摩マツサ-ジ指
圧師、はり師、きゆ
う師等に関する法律

第１２条の３ ×

医療指導課 知事
准看護師養成所の指
定の取消

保健師助産師看護師
法施行令

第２０条において準
用する第１６条第１
項

× × ×

医療指導課 知事
施設の人員増員、業
務停止命令

医療法 第２３条の２ × × ×

医療指導課
各保健福祉（環境）
事務所長

設備の使用制限、修
繕命令等

医療法 第２４条第１項 ×

医療指導課 知事
病院等の開設者に対
する改善措置命令

医療法 第２４条の２第１項 〇 × ×

医療指導課
各保健福祉（環境）
事務所長

病院等の開設者に対
する業務停止命令

医療法 第２４条の２第２項 ×

医療指導課
各保健福祉（環境）
事務所長

病院、診療所、助産
所の管理者の変更命
令

医療法 第２８条 ○ 公開済 ○

医療指導課
各保健福祉（環境）
事務所長

開設許可の取消、閉
鎖命令等

医療法 第２９条第１項 ×

特定動物飼養保管許
可の取消し

動物の愛護及び管理
に関する法律

第２９条

特定動物飼養者に対
する措置命令等

動物の愛護及び管理
に関する法律

第３２条
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医療指導課
各保健福祉（環境）
事務所長

変更許可の取消 医療法 第２９条第２項 ×

医療指導課 知事
地域医療支援病院の
承認の取消

医療法 第２９条第３項 × × ×

医療指導課 知事
医療法人に対する必
要な措置の命令

医療法 第６４条第１項 × × ×

医療指導課 知事
医療法人の業務の停
止命令

医療法 第６４条第２項 × × ×

医療指導課 知事
社会医療法人の認定
取消

医療法 第６４条の２ × × ×

医療指導課 知事
医療法人の設立認可
の取消

医療法 第６５条 × × ×

医療指導課 知事
医療法人の設立認可
の取消

医療法 第６６条第１項 × × ×

医療指導課 知事
特別医療法人の業務
停止命令

医療法
附則第８条（平成１
８年法律第２４号） × × ×

医療指導課 知事
看護師等確保推進者
の変更命令

看護師等の人材確保
の促進に関する法律

第１２条第５項 × × ○ 公開済 ○

医療指導課 知事
ナースセンターへの
業務に関する命令

看護師等の人材確保
の促進に関する法律

第１８条 × × ○ 公開済 ○

医療指導課 知事
ナースセンター指定
の取消

看護師等の人材確保
の促進に関する法律

第１９条第１項 × × ×

医療指導課 知事
ナースセンター指定
の取消

看護師等の人材確保
の促進に関する法律

第１９条第２項 × × ○ 公開済 ○

医療指導課
各保健福祉（環境）
事務所長

歯科技工所の構造設
備の改善命令

歯科技工士法 第２４条 ×

医療指導課
各保健福祉（環境）
事務所長

歯科技工所の使用の
禁止

歯科技工士法 第２５条 ×

医療指導課
各保健福祉（環境）
事務所長

柔道整復師の業務に
対する指示

柔道整復師法 第１８条第１項 ×

医療指導課
各保健福祉（環境）
事務所長

柔道整復施術所の使
用禁止、改善命令

柔道整復師法 第２２条 ×

医療指導課 知事 准看護師免許の取消
保健師助産師看護師
法

第１４条第２項 × × ×

医療指導課 知事
准看護師指定試験機
関の役員の選任及び
解任

保健師助産師看護師
法

第２７条の２ × × ×

医療指導課 知事
准看護師指定試験機
関准看護師試験委員
の選任及び解任

保健師助産師看護師
法

第２７条の５ × × ×

医療指導課 知事
准看護師養成所への
指示

保健師助産師看護師
法施行令

第２０条において準
用する第１５条第２
項

× × ×

医療指導課 知事
保健師助産師看護師
養成所への指示

保健師助産師看護師
法施行令

第１５条第２項 × × ×

医療指導課 知事
保健師助産師看護師
養成所の取消

保健師助産師看護師
法施行令

第１６条第１項 × × ×

医療指導課 知事
構造設備・管理組織
の変更等の指示

臨床検査技師等に関
する法律

第２０条の６ 〇 × ○ 公開済 〇

医療指導課
各保健福祉（環境）
事務所長

構造設備・管理組織
の変更等の指示

臨床検査技師等に関
する法律

第２０条の６ ○ 公開済

医療指導課 知事
衛生検査所の登録の
取消等

臨床検査技師等に関
する法律

第２０条の７ ○ × ○ 公開済 ○

医療指導課
各保健福祉（環境）
事務所長

衛生検査所の登録の
取消等

臨床検査技師等に関
する法律

第２０条の７ ○ 公開済 ○

医療指導課 知事
基幹型臨床研修病院
の指定取消

医師法 第１６条の２第１項 × × ×

医療指導課
各保健福祉（環境）
事務所長

衛生検査所の登録の
取消等

臨床検査技師等に関
する法律

第２０条の７ ○ 公開済 ○

医療指導課 知事
救急救命士養成所の
指定取消

救急救命士養成所指
定規則

第７条、第８条 × × ○ 公開済 ○

医療指導課 知事
理学療法士・作業療
法士養成施設の指定
取消

理学療法士及び作業
療法士法施行令

第１４条第１項 × × ×

医療指導課 知事
視能訓練士養成所の
指定取消

視能訓練士法施行令 第１５条第１項 × × ×

医療指導課 知事
言語聴覚士養成所の
指定取消

言語聴覚士学校養成
所指定規則

第７条 × × ×

医療指導課 知事
歯科技工士養成所の
指定取消

歯科技工士法施行令 第１５条第１項 × × ×
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医療指導課 知事
歯科衛生士養成所の
指定取消

歯科衛生士法施行令 第８条第１項 × × ×

医療指導課 知事
救急救命士養成所の
指定取消

救急救命士養成所指
定規則

第７条 × × ×

医療指導課 知事
義肢装具士養成所の
指定取消

義肢装具士学校養成
所指定規則

第７条 × × ×

医療指導課 知事
柔道整復師養成施設
の指定取消

柔道整復師法施行令 第７条第１項 × × ×

医療指導課 知事

あん摩マッサージ
師、はり師養成施
設、きゅう師養成施
設の認定取消

あん摩マッサージ指
圧師、はり師、きゅ
う師に関する法律施
行令

第６条第１項 × × ×

医療指導課 知事
診療放射線技師養成
所の指定取消

診療放射線技師法施
行令

第１２条第１項 × × ×

医療指導課 知事
臨床検査技師養成所
の指定取消

臨床検査技師等に関
する法律施行令

第１５条第１項 × × ×

医療指導課 知事
臨床工学技養成所の
指定取消

臨床工学技学校養成
所指定規則

第７条 × × ×

薬務課 知事
けしがらの廃棄方法
の指示

あへん法 第２１条第３項 × × ×

薬務課 知事
医薬品等の廃棄命令
等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７０条第１項 × × ○ 公開済 ○ ○

薬務課 知事 医薬品等の検査命令

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７１条 × × ○ 公開済 ○ ○

薬務課 知事
医薬品等の製造販売
後安全管理等の方法
の改善命令等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７２条第１項 × × ○ 公開済 ○ ○

薬務課 知事
医薬品等の製造管理
及び品質管理の方法
の改善命令等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７２条第２項 × × ○ 公開済 ○ ○

薬務課 知事
医薬品製造業等の構
造設備の改善命令等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７２条第３項 × × ○ 公開済 ○ ○

薬務課 知事
薬局等の構造設備の
改善命令等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７２条第４項 × × ○ 公開済 ○ ○

薬務課 知事
地域連携薬局等の業
務停止命令等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７２条第５項 × × ×

薬務課 知事

薬局開設者又は店舗
販売業者に対する業
務を行う体制の整備
命令

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７２条の２第１項 × × ×

薬務課 知事
配置販売業者に対す
る業務を行う体制の
整備命令

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７２条の２第２項 × × ×

薬務課 知事
地域連携薬局等の体
制整備命令

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７２条の２第３項 × × ×

薬務課 知事

薬局等及び医薬品製
造販売業等への不十
分な法令順守体制に
対する措置命令

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７２条の２の２ × × ×

薬務課 知事
薬局等及び医薬品製
造販売業者等の業務
運営の改善命令等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７２条の４第１項 × × ○ 公開済 ○ ○

薬務課 知事

薬局等及び医薬品製
造販売業者等の許可
条件違反の改善命令
等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７２条の４第２項 × × ○ 公開済 ○ ○

薬務課 知事
違反広告の中止及び
再発防止措置等の公
示命令

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７２条の５第１項 × × ×

薬務課 知事
総括製造販売責任者
等の変更命令等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７３条 × × ○ 公開済 ○ ○

薬務課 知事
配置販売業の業務停
止命令等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７４条 × × ○ 非公開
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薬務課 知事 承認の取消等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７４条の２ × × ×

薬務課 知事
薬局等及び医薬品製
造販売業等の許可の
取消等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７５条第１項 × × ○ 非公開

薬務課 知事
地域連携薬局認定取
消し等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７５条第４項 × × ×

薬務課 知事
専門医療機関連携薬
局認定取消し等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７５条第５項 × × ×

薬務課 知事 登録の取消し等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７５条の２第１項 × × ○ 非公開

薬務課 知事
指定薬物である疑い
がある物品の検査命
令

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７６条の６第１項 × × ×

薬務課 知事
指定薬物である疑い
がある物品の製造等
の禁止命令

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７６条の６第２項 × × ×

薬務課 知事
指定薬物の廃棄命令
等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７６条の７第１項 × × ○ 公開済 ○ ○

薬務課 知事
指定薬物の広告の中
止命令等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７６条の７の２第
１項 × × ×

薬務課 知事

広域的に禁止した指
定薬物等である疑い
がある物品の製造等
の中止命令等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７６条の７の２第
２項 × × ×

薬務課 知事
基準違反の家庭用品
に対する回収命令等

有害物質を含有する
家庭用品の規制に関
する法律

第６条第１項 × × ○ 公開済 ○

薬務課 知事
基準未設定家庭用品
に対する回収命令等

有害物質を含有する
家庭用品の規制に関
する法律

第６条第２項 × × ○ 公開済 ○

薬務課 知事
毒物劇物の回収等の
命令

毒物及び劇物取締法
第１５条の３(第２
２条第４項で準用す
る場合を含む)

× × ○ 公開済 ○

薬務課 知事
毒物劇物営業者に対
する措置命令

毒物及び劇物取締法 第１９条第１項 × × ○ 公開済 ○

薬務課 知事
毒物劇物営業者の登
録の取消

毒物及び劇物取締法 第１９条第２項 × × ×

薬務課 知事
毒物劇物取扱責任者
の変更命令

毒物及び劇物取締法
第１９条第３項（第
２２条第４項で準用
する場合を含む。）

× × ○ 公開済 ○

薬務課 知事
毒物劇物営業者の登
録及び特定毒物研究
者の許可の取消等

毒物及び劇物取締法 第１９条第４項 × × ×

薬務課 知事
業務上取扱者に対す
る措置命令

毒物及び劇物取締法 第２２条第６項 × × ○ 公開済 ○

薬務課 知事
麻薬中毒措置入院者
等の費用徴収

麻薬及び向精神薬取
締法

第５９条の４ × × ×

薬務課 知事 販売従事登録の消除

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第１５９条の１０第
４項 × × ×

薬務課 知事
第一種大麻草採取栽
培者の免許の取消

大麻草の栽培の規制
に関する法律

第１２条の６第１項 × × ×

薬務課 知事
覚醒剤施用機関又は
覚醒剤研究者の指定
の取消等

覚醒剤取締法 第８条第１項 × × ×

薬務課 知事
覚醒剤原料取扱者又
は覚醒剤原料研究者
の指定の取消等

覚醒剤取締法 第３０条の３第１項 × × ×

薬務課 知事
向精神薬の保管方法
等の措置命令

麻薬及び向精神薬取
締法

第５０条の３９ × × ○ 公開済 ○ ○

薬務課 知事
向精神薬の営業所の
構造設備の改善命令
等

麻薬及び向精神薬取
締法

第５０条の４０ × × ○ 公開済 ○ ○

薬務課 知事
向精神薬取扱責任者
の変更命令

麻薬及び向精神薬取
締法

第５０条の４１ × × ○ 公開済 ○ ○

薬務課 知事
麻薬取扱者の免許の
取消等

麻薬及び向精神薬取
締法

第５１条第１項 × × ○ 非公開
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薬務課 知事
向精神薬営業者等の
免許の取消等

麻薬及び向精神薬取
締法

第５１条第２項 × × ○ 非公開

薬務課 知事
向精神薬試験研究施
設設置者の登録の取
消

麻薬及び向精神薬取
締法

第５１条第３項 × × ○ 非公開

薬務課 知事
麻薬中毒者医療施設
への診療報酬の支払
の差止

麻薬及び向精神薬取
締法

第５８条の１６第２
項 × × ○ 公開済 ○ ○

医療保険課 知事
国保組合・国保連の
役員の改任命令

国民健康保険法 第１０８条第２項 × × ×

医療保険課 知事
国保組合・国保連の
役員の改任措置

国民健康保険法 第１０８条第３項 × × ×

医療保険課 知事
国保組合・国保連の
解散命令

国民健康保険法 第１０８条第４項 × × ×

高齢者地域包括ケア
推進課

知事
介護支援専門員の登
録の消除

介護保険法
第６９条の６第３
号、第４号 × × ×

高齢者地域包括ケア
推進課

知事

介護支援専門員実務
研修受講試験の合格
の取消又は試験を受
けることの禁止

介護保険法 第６９条の３１ × × ×

高齢者地域包括ケア
推進課

知事
介護支援専門員に対
する指示又は研修受
講命令

介護保険法
第６９条の３８第２
項 × × ×

高齢者地域包括ケア
推進課

知事
介護支援専門員とし
ての業務を行うこと
の禁止

介護保険法
第６９条の３８第３
項 × × ×

高齢者地域包括ケア
推進課

知事
介護支援専門員登録
の消除

介護保険法 第６９条の３９ × × ○ 公開済 ○

高齢者地域包括ケア
推進課

知事
介護員養成研修事業
者の指定の取消

介護保険法施行令 第３条第３項 × × ×

高齢者地域包括ケア
推進課

知事
指定研修実施機関の
指定の取消

介護保険法施行令
第３５条の１６第２
項 × × ×

高齢者地域包括ケア
推進課

知事
登録喀痰吸引等事業
者の登録取消又は業
務停止命令

社会福祉士及び介護
福祉士法

第４８条の７ × × ×

高齢者地域包括ケア
推進課

知事

認定特定行為業務従
事者に対し対する業
務停止命令、又は認
定証の返納命令

社会福祉士及び介護
福祉士法

附則第４条第４項 × × ×

高齢者地域包括ケア
推進課

知事
登録研修機関に対す
る適合命令

社会福祉士及び介護
福祉士法

附則第１４条 × × ×

高齢者地域包括ケア
推進課

知事
登録研修機関に対す
る改善命令

社会福祉士及び介護
福祉士法

附則第１５条 × × ×

高齢者地域包括ケア
推進課

知事
登録研修機関の登録
の取消又は業務停止
命令

社会福祉士及び介護
福祉士法

附則第１６条 × × ×

高齢者地域包括ケア
推進課

知事
特定行為事業者の登
録の取消又は業務停
止命令

社会福祉士及び介護
福祉士法

附則第２７条第２項 × × ×

高齢者地域包括ケア
推進課

知事 養成施設の指定取消
社会福祉士及び介護
福祉士法施行令

第７条 × × ×

介護保険課 知事
法令等の違反に対す
る措置命令

社会福祉法 第５６条第６項 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事
社会福祉法人の業務
の停止命令

社会福祉法 第５６条第７項 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事
社会福祉法人の解散
命令

社会福祉法 第５６条第８項 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事
公益事業又は収益事
業の停止命令

社会福祉法 第５７条 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事
社会福祉施設の基準
適合命令

社会福祉法 第７１条 × × ×

介護保険課 知事
社会事業経営者の許
可の取消し等

社会福祉法 第７２条第１項 × × ×

介護保険課 知事
社会事業経営者の制
限等

社会福祉法 第７２条第２項 × × ×

介護保険課 知事
老人居宅生活支援事
業等の制限等命令

老人福祉法 第１８条の２第２項 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事
養護老人ホーム等の
認可の取消し等

老人福祉法 第１９条第１項 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事
有料老人ホーム設置
者に対する改善命令

老人福祉法 第２９条第１５項 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事
有料老人ホーム設置
者に対する事業停止
命令

老人福祉法 第２９条第１６項 × × ○ 公開済 ○
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介護保険課 知事
介護老人福祉施設の
勧告、命令等

介護保険法 第９１条の２第３項 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事
介護老人福祉施設の
指定の取消し等

介護保険法 第９２条第１項 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事
介護老人保健施設の
使用制限等

介護保険法 第１０１条 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事
介護老人保健施設の
管理者の変更命令

介護保険法 第１０２条第１項 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事
介護老人保健施設の
業務運営の勧告、命
令等

介護保険法 第１０３条第１項 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事
介護老人保健施設の
開設許可の取消し

介護保険法 第１０４条第１項 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事

指定居宅サービス事
業者に対する改善勧
告の公表、改善命令
及び公示

介護保険法 第７６条の２ × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事

指定居宅サービス事
業者の指定の取消し
又は全部若しくは一
部の効力の停止

介護保険法 第７７条 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事
介護医療院に対する
勧告、命令等

介護保険法 第１１４条の５ × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事

介護医療院の許可の
取消し又は全部若し
くは一部の効力の停
止

介護保険法 第１１４条の６ × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事

指定介護予防サービ
ス事業者に対する改
善勧告の公表、改善
命令及び公示

介護保険法 第１１５条の８ × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事

指定介護予防サービ
ス事業者の指定の取
消し又は全部若しく
は一部の効力の停止

介護保険法 第１１５条の９ × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事
介護サービス事業者
に対する業務管理体
制の改善命令

介護保険法
第１１５条の３４第
３項 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事

介護サービス情報の
報告の内容の是正又
は調査を受けること
の命令

介護保険法
第１１５条の３５第
４項 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事

法第１１５条の３５
第４項に従わない者
に対する指定の取消
し又は全部若しくは
一部の効力の停止

介護保険法
第１１５条の３５第
６項 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事

指定市町村事務受託
法人の指定の取消し
又は全部若しくは一
部の効力の停止

介護保険法施行令 第１１条の５ × × ×

介護保険課 知事
調査員養成研修機関
の指定の取消し

介護保険法施行令 第３７条の７第５項 × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事

指定調査機関に対す
る指定の取消し又は
全部若しくは一部の
停止

介護保険法施行令 第３７条の１０ × × ○ 公開済 ○

介護保険課 知事

指定情報公表セン
ターに対する改善命
令、指定の取消し又
は全部若しくは一部
の停止

介護保険法施行令 第３７条の１１ × × ○ 公開済 ○

子育て支援課 知事
指定養育医療機関の
指定の取消

母子保健法 第２０条第７項 × × ×

子育て支援課 知事
受胎調節の実施指導
者の指定取消

母体保護法 第３９条第２項 × ○ ×

子育て支援課 知事
認定講習の認定の取
消

母体保護法施行令 第６条 × × ×

福祉総務課 知事
救助に関する業務へ
の従事命令

災害救助法 第７条第１項 × × ○ 公開済 ○

福祉総務課 知事
救助に関する業務へ
の協力命令

災害救助法 第８条 × × ○ 公開済 ○

福祉総務課 知事
物資の保管命令、物
資の収用

災害救助法 第９条第１項 × × ×

福祉総務課 知事
法令等の違反に対す
る措置命令

社会福祉法 第５６条第６項 × × ○ 公開済 ○

福祉総務課 知事
社会福祉法人の業務
の停止命令

社会福祉法 第５６条第７項 × × ○ 公開済 ○
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福祉総務課 知事
社会福祉法人の解散
命令

社会福祉法 第５６条第８項 × × ○ 公開済 ○

福祉総務課 知事
公益事業又は収益事
業の停止命令

社会福祉法 第５７条 × × ×

福祉総務課 知事
社会福祉法人の補助
金等の返還命令

社会福祉法 第５８条第３項 × × ○ 公開済 ○

福祉総務課 知事
社会福祉施設の基準
適合命令

社会福祉法 第７１条 × × ○ 公開済 ○

福祉総務課 知事
社会福祉事業経営者
の許可取消等

社会福祉法 第７２条第１項 × × ○ 公開済 ○

福祉総務課 知事
社会福祉事業経営者
の制限等

社会福祉法
第７２条第２項、第
３項 × × ○ 公開済 ○

福祉総務課 知事
県福祉人材センター
の監督命令

社会福祉法 第９７条 × × ×

福祉総務課 知事
県福祉人材センター
の指定の取消

社会福祉法 第９８条第１項 × × ○ 公開済 ○

福祉総務課 知事
共同募金会の解散命
令

社会福祉法 第１２１条 × × ×

福祉総務課 知事
社会福祉連携推進法
人認定の取消し

社会福祉法
第１４５条第２項第
３号 × × ×

福祉総務課 知事

指定養成機関等の設
置者若しく又は実施
者に対する報告徴収
及び指示

社会福祉法施行令 第８条第２項 × × ×

福祉総務課 知事
指定養成機関等に対
する指定の取消し

社会福祉法施行令 第９条 × × ×

福祉総務課 知事
社会福祉士養成施設
に対する指示

社会福祉士及び介護
福祉士法施行令

第６条第２項 × × ○ 公開済 ○

福祉総務課 知事
社会福祉士養成施設
の指定の取消し

社会福祉士及び介護
福祉士法施行令

第７条 × × ×

子育て支援課 知事
最低基準を維持する
ための改善命令

児童福祉法 第４６条第３項 × × ○ 公開済 ○

子育て支援課 知事
最低基準を維持する
ための事業停止命令

児童福祉法 第４６条第４項 × × ○ 公開済 ○

子育て支援課 知事
児童福祉施設に対す
る補助金の返還命令

児童福祉法 第５６条の３ × × ×

子育て支援課 知事
児童福祉施設の設置
認可の取消

児童福祉法 第５８条 × × ○ 公開済 ○

子育て支援課 知事
無認可施設に対する
改善勧告

児童福祉法 第５９条第３項 × × ○ 公開済 ○

子育て支援課 知事
無認可施設の事業停
止又は施設閉鎖命令

児童福祉法 第５９条第５項 × × ○ 公開済 ○

子育て支援課 知事 負担金の返還命令 児童福祉法施行令 第４３条 × × ×

子育て支援課 知事
法令等の違反に対す
る措置命令

社会福祉法 第５６条第２項 × × ○ 公開済 ○

子育て支援課 知事
社会福祉法人の業務
の停止命令

社会福祉法 第５６条第３項 × × ○ 公開済 ○

子育て支援課 知事
社会福祉法人の解散
命令

社会福祉法 第５６条第４項 × × ○ 公開済 ○

子育て支援課 知事
公益事業又は収益事
業の停止命令

社会福祉法 第５７条 × × ○ 公開済 ○

子育て支援課 知事
社会福祉法人の補助
金等の返還命令

社会福祉法 第５８条第３項 × × ×

子育て支援課 知事
社会福祉施設の最低
基準適合命令

社会福祉法 第７１条 × × ○ 公開済 ○

子育て支援課 知事
社会事業経営の停止
命令、許可取消等

社会福祉法 第７２条第１項 × × ×

子育て支援課 知事
社会事業経営の停止
命令、許可取消等

社会福祉法 第７２条第２項 × × ×

子育て支援課 知事
認定こども園の認定
の取消し

就学前の子どもに関
する教育、保育等の
総合的な提供の推進
に関する法律

第７条１項 × × ×

子育て支援課 知事
幼保連携型認定こど
も園の認可の取消し

就学前の子どもに関
する教育、保育等の
総合的な提供の推進
に関する法律

第２２条第１項 × × ×

子育て支援課 知事
指定保育士養成施設
の指定取消し

児童福祉法施行令 第５条第６項 × × ○ 公開済 ○
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子育て支援課 知事 保育士登録の取消 児童福祉法 第１８条の１９ × × ×

子育て支援課 知事
保育士名称の使用停
止

児童福祉法 第１８条の１９ × × ×

こども福祉課 知事
最低基準を維持する
ための改善命令

児童福祉法 第４６条第３項 × × ○ 公開済 ○

こども福祉課 知事
最低基準を維持する
ための事業停止命令

児童福祉法 第４６条第４項 × × ○ 公開済 ○

こども福祉課 知事
児童福祉施設の設置
認可の取消

児童福祉法 第５８条 × × ○ 公開済 ○

こども福祉課 知事
法令等の違反に対す
る措置命令

社会福祉法 第５６条第４項 × × ○ 公開済 ○

こども福祉課 知事
社会福祉法人の業務
の停止命令

社会福祉法 第５６条第７項 × × ○ 公開済 ○

こども福祉課 知事
社会福祉法人の解散
命令

社会福祉法 第５６条第８項 × × ○ 公開済 ○

こども福祉課 知事
公益事業又は収益事
業の停止命令

社会福祉法 第５７条 × × ○ 公開済 ○

こども福祉課 知事
社会福祉法人の補助
金等の返還命令

社会福祉法 第５８条第３項 × × ×

こども福祉課 知事
社会福祉施設の基準
適合命令

社会福祉法 第７１条 × × ○ 公開済 ○

こども福祉課 知事
社会事業経営者の許
可取消等

社会福祉法 第７２条第１項 × × ×

こども福祉課 知事
社会事業経営者の制
限等

社会福祉法 第７２条第２項 × × ×

こども福祉課 知事
共同募金会の解散命
令

社会福祉法 第１２１条 × × ×

こども未来課 知事 受給資格の喪失 児童扶養手当法 第４条第１項 × × ○ 公開済 ○

こども未来課 知事 支給の制限 児童扶養手当法 第９条 × × ×

こども未来課 知事 支給の制限 児童扶養手当法 第９条の２ × × ○ 公開済 ○

こども未来課 知事 支給の制限 児童扶養手当法 第１０条 × × ○ 公開済 ○

こども未来課 知事 支給の制限 児童扶養手当法 第１１条 × × ○ 公開済 ○

こども未来課 知事 手当の返還 児童扶養手当法 第１２条第２項 × × ×

こども未来課 知事 支給の制限 児童扶養手当法 第１３条の２ × × ×

こども未来課 知事 手当の不支給 児童扶養手当法 第１４条 × × ×

こども未来課 知事
調査拒否等による手
当差止

児童扶養手当法 第１５条 × × ×

こども未来課 知事
不正受給者の受給額
相当額の徴収

児童扶養手当法 第２３条第１項 × × ○ 公開済 ○

こども未来課 知事
児童扶養手当の支払
の調整

児童扶養手当法 第３１条 × × ×

こども未来課 知事

母子家庭日常生活支
援事業者、父子家庭
日常生活支援事業者
及び寡婦日常生活支
援事業者に対する事
業の停止、制限命令

母子及び父子並びに
寡婦福祉法

第２３条、第３１条
の７第４項、第３３
条第５項

× × ×

こども未来課 知事
特別児童扶養手当の
受給資格の喪失

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第３条 × × ×

こども未来課 知事
特別児童扶養手当の
支給の制限

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第６条 × × ○ 公開済 ○

こども未来課 知事
特別児童扶養手当の
支給の制限

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第７条 × × ○ 公開済 ○

こども未来課 知事
特別児童扶養手当の
返還

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第９条第２項 × × ×

こども未来課 知事
特別児童扶養手当の
不支給

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第１１条 × × ×

こども未来課 知事
特別児童扶養手当の
支払の一時差止

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第１２条 × × ×
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こども未来課 知事
特別児童扶養手当の
未支払の手当

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第１３条 × × ×

こども未来課 知事
調査拒否等による手
当支払差止

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第２６条の５ × × ×

こども福祉課 知事 負担金の返還命令 児童福祉法施行令 第４３条 × × ×

障がい福祉課 知事 育成医療支払差止

障害者の日常生活及
び社会生活を総合的
に支援するための法
律

第６６条第３項 × ○ 公開済 ○

障がい福祉課 （障がい福祉課）
障害児福祉手当の受
給資格の喪失

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第１７条 ○ ○ ○ 公開済 ○

障がい福祉課 （障がい福祉課）
障害児福祉手当の支
給制限

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第２０条、第２１条 ○ ○ ○ 公開済 ○

障がい福祉課 （障がい福祉課）
障害児福祉手当の返
還

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第２２条第２項 ○ ○ ○ 公開済 ○

障がい福祉課 （障がい福祉課）
障害児福祉手当の不
正利得の徴収

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第２４条第１項 ○ ○ ○ 公開済 ○

障がい福祉課 （障がい福祉課）
障害児福祉手当の不
支給

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第２６条 ○ ○ ○ 公開済 ○

障がい福祉課 （障がい福祉課）
障害児福祉手当の支
払の一時差止

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第２６条 ○ ○ ○ 公開済 ○

障がい福祉課 （障がい福祉課）
障害児福祉手当の支
払の調整

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第２６条 ○ ○ ○ 公開済 ○

障がい福祉課 （障がい福祉課）
特別障害者手当の受
給資格の喪失

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第２６条の２ ○ ○ ○ 公開済 ○

障がい福祉課 （障がい福祉課）
特別障害者手当の支
給の調整

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第２６条の４ ○ ○ ○ 公開済 ○

障がい福祉課 （障がい福祉課）
特別障害者手当の不
支給

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第２６条の５ ○ ○ ○ 公開済 ○

障がい福祉課 （障がい福祉課）
特別障害者手当の支
払の一時差止

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第２６条の５ ○ ○ ○ 公開済 ○

障がい福祉課 （障がい福祉課）
特別障害者手当の支
払の調整

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第２６条の５ ○ ○ ○ 公開済 ○

障がい福祉課 （障がい福祉課）
特別障害者手当の支
給の制限

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第２６条の５ ○ ○ ○ 公開済 ○

障がい福祉課 （障がい福祉課）
特別障害者手当の返
還

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第２６条の５ ○ ○ ○ 公開済 ○

障がい福祉課 （障がい福祉課）
特別障害者手当の不
正利得の徴収

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律

第２６条の５ ○ ○ ○ 公開済 ○

障がい福祉サービス
指導室

知事

登録喀痰吸引等事業
者、登録特定行為事
業者の登録の取消
し、喀痰吸引等業務
の停止命令

社会福祉士及び介護
福祉士法

第４８条の７ × × ×

障がい福祉サービス
指導室

知事
特定行為業務停止命
令、認定証返納命令

社会福祉士及び介護
福祉士法

法附則第４条第４項 × × ×

障がい福祉サービス
指導室

知事
登録研修機関に対す
る業務改善命令

社会福祉士及び介護
福祉士法

法附則第１５条 × × ×

障がい福祉サービス
指導室

知事
登録研修機関の登録
の取消し

社会福祉士及び介護
福祉士法

法附則第１６条 × × ×

障がい福祉サービス
指導室

知事
法令等の違反に対す
る措置命令

社会福祉法 第５６条第４項 × × ○ 公開済 ○

障がい福祉サービス
指導室

知事
社会福祉法人の業務
の停止命令

社会福祉法 第５６条第７項 × × ○ 公開済 ○

障がい福祉サービス
指導室

知事
社会福祉法人の解散
命令

社会福祉法 第５６条第８項 × × ○ 公開済 ○

障がい福祉サービス
指導室

知事
公益事業又は収益事
業の停止命令

社会福祉法 第５７条 × × ○ 公開済 ○

障がい福祉サービス
指導室

知事
社会福祉施設の基準
適合命令

社会福祉法 第７１条 × × ○ 公開済 ○

障がい福祉サービス
指導室

知事
社会福祉事業経営の
制限、停止、許可取
消等

社会福祉法
第７２条第１項、第
２項、第３項 × × ○ 公開済 ○

障がい福祉サービス
指導室

知事

指定障害福祉サービ
ス事業者に対する改
善勧告の公表、改善
命令及び公示

障害者の日常生活及
び社会生活を総合的
に支援する法律

第４９条第１項及び
第２項 × × ×

障がい福祉サービス
指導室

知事

指定障害児事業者等
に対する改善勧告の
公表、改善命令及び
公示

児童福祉法 第２１条の５の２３ × × ×
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障がい福祉サービス
指導室

知事

指定障害児入所施設
等に対する改善勧告
の公表、改善命令及
び公示

児童福祉法 第２４条の１６ × × ×

障がい福祉サービス
指導室

知事

指定障害福祉サービ
ス事業者の指定の取
消又は全部若しくは
一部の効力の停止

障害者の日常生活及
び社会生活を総合的
に支援する法律

第５０条第１項及び
第３項 × × ○ 公開済 ○

障がい福祉サービス
指導室

知事

指定障害児事業者等
の指定の取消又は全
部若しくは一部の効
力の停止

児童福祉法
第２１条の５の２４
第１項 × × ○ 公開済 ○

障がい福祉サービス
指導室

知事

指定障害児入所施設
等の指定の取消又は
全部若しくは一部の
効力の停止

児童福祉法 第２４条の１７ × × ○ 公開済 ○

障がい福祉サービス
指導室

知事

指定障害福祉サービ
ス事業者に対する業
務管理体制の改善勧
告の公表、改善命令
及び公示

障害者の日常生活及
び社会生活を総合的
に支援する法律

第５１条の４第３項 × × ○ 公開済 ○

障がい福祉サービス
指導室

知事

指定障害児事業者等
に対する業務管理体
制の改善勧告の公
表、改善命令及び公
示

児童福祉法
第２１条の５の２８
第３項 × × ×

障がい福祉サービス
指導室

知事

指定障害児入所施設
等に対する業務管理
体制の改善勧告の公
表、改善命令及び公
示

児童福祉法 第２４条の１９の２ × × ×

障がい福祉サービス
指導室

知事

情報公表対象サービ
ス等の利用に資する
報告を行う、内容の
是正、調査を受ける
命令

障害者の日常生活及
び社会生活を総合的
に支援する法律

第７６条の３第４項 × × ×

障がい福祉サービス
指導室

知事

情報公表対象支援の
利用に資する報告を
行う、内容の是正、
調査を受ける命令

児童福祉法
第３３条の１８第４
項 × × ×

障がい福祉サービス
指導室

知事

法第７６条の３第４
項に従わない者に対
する指定の取消又は
全部若しくは一部の
効力の停止

障害者の日常生活及
び社会生活を総合的
に支援する法律

第７６条の３第６項 × × ×

障がい福祉サービス
指導室

知事

法第３３条の１８第
４項に従わない者に
対する指定の取消又
は全部若しくは一部
の効力の停止

児童福祉法
第３３条の１８第６
項 × × ×

保護・援護課
保健福祉（環境）事
務所長

職権による生活保護
変更決定処分

生活保護法 第２５条第２項 ○ ○ ○ 公開済 ○ ○

保護・援護課
保健福祉（環境）事
務所長

生活保護停止及び廃
止決定処分

生活保護法 第２６条 ○ ○ ○ 公開済 ○ ○

保護・援護課
保健福祉（環境）事
務所長

調査等に応じない時
の保護廃止等

生活保護法 第２８条第５項 ○ ○ ×

保護・援護課 知事
保護施設の改善命令
及び認可の取消

生活保護法 第４５条第２項 × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
保護施設設置者に対
する管理規程変更命
令

生活保護法 第４６条第３項 × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
保護施設の長の指導
の制限・禁止

生活保護法 第４８条第３項 × × ×

保護・援護課 知事
指定医療機関の指定
の取消

生活保護法 第５１条第２項 × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
指定介護機関の指定
の取消

生活保護法 第５４条の２第４項 × ○ ○ 公開済 ○

保護・援護課
保健福祉（環境）事
務所長

指導指示義務違反に
伴う保護の変更、廃
止等

生活保護法 第６２条第３項 ○ ○ ×

保護・援護課
保健福祉（環境）事
務所長

費用返還額決定処分 生活保護法 第６３条 ○ ○ ○ 公開済 ○ ○

保護・援護課
保健福祉（環境）事
務所長

補助金貸付金の返還
命令

生活保護法 第７４条の２ × × ×

保護・援護課
保健福祉（環境）事
務所長

扶養義務者からの費
用徴収処分

生活保護法 第７７条 ○ ○ ○ 公開済 ○ ○

保護・援護課
保健福祉（環境）事
務所長

不正受給者からの費
用徴収処分

生活保護法 第７８条 ○ ○ ○ 公開済 ○ ○

保護・援護課 知事 補助金等の返還命令 生活保護法 第７９条 × × ×
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保護・援護課 知事
戦傷病者手帳の提出
命令及び訂正

戦傷病者特別援護法 第５条第２項 × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
戦傷病者手帳の返還
命令

戦傷病者特別援護法 第６条第２項 × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
償還金の全部又は一
部に相当する額の返
還命令

引揚者等に対する特
別交付金の支給に関
する法律

第１４条第１項 × × ×

保護・援護課 知事
職権による支援給付
変更決定処分

中国残留法人等の円
滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国
残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援
に関する法律

第１４条第４項（生
活保護法第２５条第
２項の規定の例によ
る。）

× × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
支援給付停止及び廃
止決定処分

中国残留法人等の円
滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国
残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援
に関する法律

第１４条第４項（生
活保護法第２６条の
規定の例による。）

× × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
調査等に応じない時
の支援給付廃止等

中国残留法人等の円
滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国
残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援
に関する法律

第１４条第４項（生
活保護法第２８条第
５項の規定の例によ
る。）

× × × ×

保護・援護課 知事
保護施設の改善命令
及び認可の取消

中国残留法人等の円
滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国
残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援
に関する法律

第１４条第４項（生
活保護法第４５条第
２項の規定の例によ
る。）

× × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
保護施設設置者に対
する管理規程変更命
令

中国残留法人等の円
滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国
残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援
に関する法律

第１４条第４項（生
活保護法第４６条第
３項の規定の例によ
る。）

× × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
保護施設の長の指導
の制限・禁止

中国残留法人等の円
滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国
残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援
に関する法律

第１４条第４項（生
活保護法第４８条第
３項の規定の例によ
る。）

× × × ×

保護・援護課 知事
指定医療機関の指定
の取消

中国残留法人等の円
滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国
残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援
に関する法律

第１４条第４項（生
活保護法第５１条第
２項の規定の例によ
る。）

× × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
指定介護機関の指定
の取消

中国残留法人等の円
滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国
残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援
に関する法律

第１４条第４項（生
活保護法第５４条の
２第３項の規定の例
による。）

× × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
指導指示義務違反に
伴う支援給付の変
更、廃止等

中国残留法人等の円
滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国
残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援
に関する法律

第１４条第４項（生
活保護法第６２条第
３項の規定の例によ
る。）

× × × ×

保護・援護課 知事 費用返還額決定処分

中国残留法人等の円
滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国
残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援
に関する法律

第１４条第４項（生
活保護法第６３条の
規定の例による。）

× × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
補助金貸付金の返還
命令

中国残留法人等の円
滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国
残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援
に関する法律

第１４条第４項（生
活保護法第７４条の
２の規定の例によ
る。）

× × × ×

保護・援護課 知事
扶養義務者からの費
用徴収処分

中国残留法人等の円
滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国
残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援
に関する法律

第１４条第４項（生
活保護法第７７条の
規定の例による。）

× × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
不正受給者からの費
用徴収処分

中国残留法人等の円
滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国
残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援
に関する法律

第１４条第４項（生
活保護法第７８条の
規定の例による。）

× × × ○ 公開済 ○
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保護・援護課 知事 補助金等の返還命令

中国残留法人等の円
滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国
残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援
に関する法律

第１４条第４項（生
活保護法第７９条の
規定の例による。）

× × × ×

保護・援護課 知事
配偶者支援金廃止決
定処分

中国残留法人等の円
滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国
残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援
に関する法律

第１５条第３項（第
１４条第４項（生活
保護法第２６条の規
定の例による。））

× × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
住居確保給付金の支
給の中止

生活困窮者自立支援
法施行規則

第１５条第１項及び
第２項 × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
住居確保給付金に係
る不正利得の徴収

生活困窮者自立支援
法

第１８条 × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
生活困窮者就労訓練
事業の認定の取り消
し

生活困窮者自立支援
法

第１６条第３項 × × ×

保護・援護課 知事
法令等の違反に対す
る措置命令

社会福祉法 第５６条第６項 × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
社会福祉法人の業務
の停止命令

社会福祉法 第５６条第７項 × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
社会福祉法人の解散
命令

社会福祉法 第５６条第８項 × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
公共事業又は収益事
業の停止命令

社会福祉法 第５７条 × × ○ 公開済 ○

保護・援護課 知事
社会福祉法人の補助
金等の返還命令

社会福祉法 第５８条第３項 × × ×

保護・援護課 知事
社会福祉施設の基準
適合命令

社会福祉法 第７１条 × × ×

保護・援護課 知事
社会福祉事業経営者
の許可取消等

社会福祉法 第７２条第１項 × × ×

保護・援護課 知事
社会福祉事業経営者
の制限等

社会福祉法
第７２条第２項、第
３項 × × ×

労働政策課 知事
雇用管理改善計画の
認定取消

中小企業における労
働力の確保及び良好
な雇用の機会の創出
のための雇用管理の
改善の促進に関する
法律

第５条第２項 × × ○ 公開済 ○ ○

労働政策課 知事
介護労働者雇用管理
改善計画の認定取消

介護労働者の雇用管
理の改善等に関する
法律

第９条第２項 × × ○ 公開済 ○

就業支援課 知事
障害者就業・生活支
援センタ－に対する
監督命令

障害者の雇用の促進
に関する法律

第３１条 × × ×

就業支援課 知事
障害者就業・生活支
援センタ－指定の取
消等

障害者の雇用の促進
に関する法律

第３２条 × × ×

就業支援課 知事
シルバー人材セン
ターに対する監督命
令

高年齢者等の雇用の
安定等に関する法律

第４２条 × × ○ 公開済 ○

就業支援課 知事
シルバー人材セン
ターの指定の取消

高年齢者等の雇用の
安定等に関する法律

第４３条 × × ○ 公開済 ○

就業支援課 知事
シルバー人材セン
ター連合に対する監
督命令

高年齢者等の雇用の
安定等に関する法律

第４５条において準
用する第42条 × × ×

就業支援課 知事
シルバー人材セン
ター連合の指定の取
消

高年齢者等の雇用の
安定等に関する法律

第４５条において準
用する第43条 × × ×

就業支援課 知事
特定労働者協同組合
の認定の取消し

労働者協同組合法
第９４条の１９第１
項及び第２項 × × ×

就業支援課 知事
法令等の違反に対す
る措置命令

労働者協同組合法 第１２７条第１項 × × ×

就業支援課 知事
労働者協同組合の業
務の停止等命令（第
１２７条第２項）

労働者協同組合法 第１２７条第２項 × × ×

就業支援課 知事
労働者協同組合の解
散命令

労働者協同組合法 第１２７条第３項 × × ×

職業能力開発課 知事
職業訓練の認定の取
消

職業能力開発促進法 第２４条第３項 × × ○ 公開済 ○

職業能力開発課 知事
指導員訓練の認定の
取消

職業能力開発促進法 第２７条の２第２項 × × ○ 公開済 ○

職業能力開発課 知事
職業訓練指導員免許
の取消

職業能力開発促進法 第２９条 × × ○ 公開済 ○
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職業能力開発課 知事
職業訓練法人の設立
認可の取消

職業能力開発促進法 第４１条 × × ○ 公開済 ○

職業能力開発課 知事
県職業能力開発協会
の設立認可の取消等

職業能力開発促進法
第９０条第１項にお
いて準用する第７５
条

× × ×

職業能力開発課 知事
技能検定試験の停
止、合格決定の取消
等

職業能力開発促進法
施行規則

第７１条第１項 × × ○ 公開済 ○

調整課 知事
法令等の違反に対す
る措置命令

社会福祉法 第５６条第６項 × × ○ 公開済 ○

調整課 知事
社会福祉法人の業務
の停止命令

社会福祉法 第５６条第７項 × × ○ 公開済 ○

調整課 知事
社会福祉法人の解散
命令

社会福祉法 第５６条第８項 × × ○ 公開済 ○

調整課 知事
公益事業又は収益事
業の停止命令

社会福祉法 第５７条 × × ○ 公開済 ○

調整課 知事
社会福祉施設の基準
適合命令

社会福祉法 第７１条 × × ○ 公開済 ○

調整課 知事
社会福祉施設の基準
適合命令

社会福祉法 第７１条 × × ○ 公開済 ○

知事 ○ ○ ×

保健福祉環境事務所
長 ×

知事 ○ ○ ×

保健福祉環境事務所
長 ×

環境保全課 知事
ばい煙発生施設の改
善命令等

大気汚染防止法 第１４条第１項 × ○ ○ 非公開

環境保全課 知事
指定ばい煙の処理方
法の改善命令

大気汚染防止法 第１４条第３項 × ○ ×

環境保全課 知事
燃料使用基準の遵守
命令

大気汚染防止法 第１５条第２項 × × ×

環境保全課 知事
燃料使用基準の遵守
命令

大気汚染防止法 第１５条の２第２項 × × ×

環境保全課 知事
事故の拡大・再発防
止命令

大気汚染防止法 第１７条第３項 × ○ ×

知事 ○ ○ ×

保健福祉環境事務所
長 ×

環境保全課 知事
揮発性有機化合物排
出施設の改善命令

大気汚染防止法 第１７条の１１ × ○ ○ 非公開

環境保全課 知事
一般粉じん発生施設
の基準適合命令等

大気汚染防止法 第１８条の４ × ○ ×

知事 ○ ○ ×

保健福祉環境事務所
長 ×

環境保全課 知事
特定粉じん発生施設
の改善命令等

大気汚染防止法 第１８条の１１ × ○ ×

知事 ○ ○ ×

保健福祉環境事務所
長 ×

知事 ○ ○ ×

保健福祉環境事務所
長 ×

知事 ○ ○ ×

保健福祉環境事務所
長 ×

環境保全課 知事
水銀排出施設の改善
命令等

大気汚染防止法
第１８条の３４第２
項 × ○ ×

環境保全課 知事
ばい煙量減少、施設
使用制限等

大気汚染防止法 第２３条第２項 × × ×

環境保全課
揮発性有機化合物排
出施設の計画変更命
令

大気汚染防止法 第１７条の８

環境保全課
特定粉じん発生施設
の計画の変更命令

環境保全課
指定ばい煙の処理方
法の改善命令

大気汚染防止法 第９条の２

環境保全課
ばい煙発生施設の計
画の変更命令

大気汚染防止法 第９条

大気汚染防止法 第１８条の８

環境保全課
特定粉じん排出等作
業の計画変更命令

大気汚染防止法
第１８条の１８第１
項、第２項

環境保全課
特定粉じん排出等作
業の基準適合命令等

大気汚染防止法 第１８条の１９

環境保全課
水銀排出施設の計画
変更命令等

大気汚染防止法 第１８条の３１
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環境保全課 知事
公害防止事業費の費
用負担決定

公害防止事業費事業
者負担法

第９条、第１０条 × × ×

知事 ○ ○ ×

保健福祉環境事務所
長 ×

知事 ○ ○ ×

保健福祉環境事務所
長 ×

知事 ○ ○ ×

保健福祉環境事務所
長 ×

環境保全課 知事
特定施設の使用停
止、改善命令等

水質汚濁防止法 第１３条第１項 × ○ ○ 非公開

環境保全課 知事
指定地域内事業場の
改善命令

水質汚濁防止法 第１３条第３項 × ○ ×

環境保全課 知事
特定施設の使用停
止、改善命令等

水質汚濁防止法 第１３条の２第１項 × ○ ×

環境保全課 知事
有害物質使用特定施
設等の使用停止、改
善命令等

水質汚濁防止法 第１３条の３第１項 × ○ ×

環境保全課 知事
事故時の応急措置命
令

水質汚濁防止法 第１４条の２第４項 × ○ ×

環境保全課 知事
地下水の浄化措置命
令

水質汚濁防止法 第１４条の３第１項 × × ×

環境保全課 知事
地下水の浄化措置命
令

水質汚濁防止法 第１４条の３第２項 × × ×

環境保全課 知事 緊急時の措置命令 水質汚濁防止法 第１８条 × × ×

知事 ○ ○ ○ 公開済 ○

保健福祉環境事務所
長 ○ 公開済 ○

知事 ○ ○ ×

保健福祉環境事務所
長 ×

知事 ○ ○ ×

保健福祉環境事務所
長 ×

環境保全課 知事
特定施設の改善命令
又は一時停止命令

ダイオキシン類対策
特別措置法

第２２条第１項 × ○ ×

環境保全課 知事
特定施設の改善命令
等(総量規制基準適
用事業場）

ダイオキシン類対策
特別措置法

第２２条第３項 × ○ ×

環境保全課 知事
事故の拡大・再発防
止命令

ダイオキシン類対策
特別措置法

第２３条第３項 × ○ ×

環境保全課
保健福祉環境事務所
長

使用が廃止された有
害物質使用特定施設
に係る工場又は事業
場の敷地であった土
地の所有者等への通
知

土壌汚染対策法 第３条第３項 〇 〇 ×

環境保全課 知事

使用が廃止された有
害物質使用特定施設
に係る工場又は事業
場の敷地であった土
地の所有者等への通
知(大牟田市の区域
に係るものに限
る。)

土壌汚染対策法 第３条第３項 × × ×

環境保全課 知事
土壌汚染状況調査の
報告・是正命令

土壌汚染対策法 第３条第４項 × × ×

環境保全課 知事

土壌汚染のおそれが
ある土地の土壌汚染
状況調査の実施・報
告命令

土壌汚染対策法 第４条第３項 × × ×

環境保全課
公害防止統括者等の
解任命令

特定工場における公
害防止組織の整備に
関する法律

第１０条第１項

環境保全課
特定施設の計画の変
更命令等(総量規制
基準適用事業場）

ダイオキシン類対策
特別措置法

第１６条

環境保全課
特定施設の計画変更
命令等

水質汚濁防止法 第８条第１項

環境保全課
汚水等の処理方法の
改善措置命令

水質汚濁防止法 第８条の２

環境保全課
有害物質使用特定施
設等の計画変更命令
等

水質汚濁防止法 第８条第２項

環境保全課
特定施設の計画の変
更又は廃止命令

ダイオキシン類対策
特別措置法

第１５条
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環境保全課 知事

健康被害が生ずるお
それがある土地の土
壌汚染状況調査の実
施・報告命令

土壌汚染対策法 第５条第１項 × × ×

環境保全課 知事
汚染除去等計画の作
成及び提出の指示

土壌汚染対策法 第７条第１項 × × ×

環境保全課 知事
汚染除去等計画の提
出命令

土壌汚染対策法 第７条第２項 × × ×

環境保全課 知事
汚染除去等計画の変
更命令

土壌汚染対策法 第７条第４項 × × ×

環境保全課 知事
汚染除去等計画に基
づく実施措置命令

土壌汚染対策法 第７条第８項 × × ×

環境保全課 知事

形質変更時要届出区
域内における土地の
形質変更の計画変更
命令

土壌汚染対策法 第１２条第５項 × × ×

環境保全課 知事
汚染土壌の搬出時の
計画変更命令

土壌汚染対策法 第１６条第４項 × × ×

環境保全課 知事
汚染土壌の適正な運
搬及び処理のための
措置命令

土壌汚染対策法 第１９条 × × ×

環境保全課 知事

汚染土壌処理業者に
対する必要な措置を
講ずべき旨の改善命
令

土壌汚染対策法 第２４条 × × ×

環境保全課 知事
汚染土壌処理業の許
可の取消し等

土壌汚染対策法 第２５条 × × ×

環境保全課 知事
汚染土壌処理業の許
可の取消し等の場合
の措置命令

土壌汚染対策法 第２７条第２項 × × ×

環境保全課 知事

指定調査機関の土壌
汚染状況調査の実施
及び調査方法の改善
命令

土壌汚染対策法 第３６条第３項 × × ×

環境保全課 知事
指定調査機関の指定
の基準への適合命令

土壌汚染対策法 第３９条 × × ×

環境保全課 知事
指定調査機関の指定
の取消し

土壌汚染対策法 第４２条 × × ×

環境保全課 知事
施行管理方針の確認
の取消し

土壌汚染対策法施行
規則

第５２条の８第１項 × × ×

環境保全課 知事 命令
フロン類の使用の合
理化及び管理の適正
化に関する法律

第１８条第３項 × × ×

環境保全課 知事 取消し
フロン類の使用の合
理化及び管理の適正
化に関する法律

第３５条第１項 × × ×

環境保全課 知事 命令
フロン類の使用の合
理化及び管理の適正
化に関する法律

第４９条第８項 × × ×

環境保全課 知事 命令
特定特殊自動車排出
ガスの規制等に関す
る法律

第１８条第１項 × × ×

環境保全課 知事
違反に対する措置命
令

瀬戸内海環境保全特
別措置法

第１１条 × × ×

廃棄物対策課 知事
一般廃棄物処理施設
についての改善命令
等

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第９条の２第１項 × × ×

廃棄物対策課 知事
一般廃棄物処理施設
の許可取消

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第９条の２の２第１
項 × × ×

廃棄物対策課 知事
一般廃棄物処理施設
の許可取消

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第９条の２の２第２
項 × × ×

廃棄物対策課 知事
認定熱回収施設設置
者の認定取消

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第９条の２の４第５
項 × × ×

廃棄物対策課 知事
処理施設設置計画等
の変更、廃止

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第９条の３第３項 × × ×

廃棄物対策課 知事
産業廃棄物処理業の
許可の取消等

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第１４条の３の２ × × ○ 公開済 ○

廃棄物対策課 知事
特別管理産業廃棄物
処理業者許可取消等

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第１４条の６ × × ○ 公開済 ○

廃棄物対策課 知事
産業廃棄物処理施設
の設置許可取消等

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第１５条の３ × × ○ 公開済 ○

廃棄物対策課 知事
認定熱回収施設設置
者の認定取消

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第１５条の３の３第
５項 × × ×

廃棄物対策課 知事
登録廃棄物再生事業
者の取消

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行
令

第２２条 × × ×
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廃棄物対策課 (廃棄物対策課) ○ ○

廃棄物対策課 筑紫保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 北筑後保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 南筑後保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 京築保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 (廃棄物対策課) ○ ○

廃棄物対策課 筑紫保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 北筑後保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 南筑後保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 京築保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 (廃棄物対策課) ○ ○

廃棄物対策課 筑紫保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 北筑後保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 南筑後保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 京築保健福祉環境事務所長 ×

廃棄物対策課 (廃棄物対策課) ○ 〇

廃棄物対策課
筑紫保健福祉環境事
務所長 ×

廃棄物対策課
宗像・遠賀保健福祉
環境事務所長 ×

廃棄物対策課
嘉穂・鞍手保健福祉
環境事務所長 ×

廃棄物対策課
北筑後保健福祉環境
事務所長 ×

廃棄物対策課
南筑後保健福祉環境
事務所長 ×

廃棄物対策課
京築保健福祉環境事
務所長 ×

廃棄物対策課 知事
使用済自動車引取業
の取消し等

使用済自動車の再資
源化等に関する法律

第５１条 × × ×

廃棄物対策課 知事
使用済自動車フロン
回収業の取消し等

使用済自動車の再資
源化等に関する法律

第５８条 × × ×

廃棄物対策課 知事
使用済自動車解体業
の許可取消し等

使用済自動車の再資
源化等に関する法律

第６６条 × × ×

廃棄物対策課 知事
使用済自動車破砕業
の許可取消し等

使用済自動車の再資
源化等に関する法律

第７２条 × × ×

廃棄物対策課 知事
事業者に対する改善
命令

ポリ塩化ビフェニル
廃棄物の適正な処理
の推進に関する特別
措置法

第１２条 × × ×

浄化槽法 第１２条の２第３項

特定既存単独浄化槽
の除却その他の措置
命令

浄化槽法 附則第１１条第３項

設置後等の水質検査
についての改善措置
命令

浄化槽法 第７条の２第３項

浄化槽の使用停止、
改善措置命令

浄化槽法 第１２条第２項

定期検査についての
改善措置命令
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監視指導課 知事
事業者に対する勧告
に係る命令

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第１２条の６第３項 × ○ ×

監視指導課 知事
親子会社特例認定事
業者等に対する認定
の取消し

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第１２条の７第１０
項 × × ○ 公開済 ○

監視指導課 知事
産業廃棄物処理業の
停止

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第１４条の３ × × ○ 公開済 ○

監視指導課 知事
産業廃棄物処理業の
許可の取消し

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第１４条の３の２ × × ○ 公開済 ○

監視指導課 知事
特別管理産業廃棄物
処理業の許可の取消
等

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第１４条の６ × × ○ 公開済 ○

監視指導課 知事
産業廃棄物処理施設
の改善命令等

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第１５条の２の７ × ○ ○ 公開済 ○

監視指導課 知事
産業廃棄物処理施設
の許可の取消し

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第１５条の３ × × ○ 公開済 ○

監視指導課 知事
廃棄物処理センター
に対する監督命令

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第１５条の１４ × × ×

監視指導課 知事
有害使用済保管等業
者に対する改善命令
等

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第１７条の２第３項 × ○ ○ 公開済 ○

監視指導課 知事
事業者等に対する改
善命令

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第１９条の３ × ○ ○ 公開済 ○

監視指導課 知事
処分者等に対する措
置命令

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第１９条の５第１項 × × ○ 公開済 ○

監視指導課 知事
事業者に対する措置
命令

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第１９条の６第１項 × × ○ 公開済 ○

監視指導課 知事
許可を取り消された
者等に対する措置命
令

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第１９条の１０第２
項 × ○ ○ 公開済 ○

監視指導課 知事
事故時の措置に係る
命令

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

第２１条の２第２項 × × ○ 公開済 ○

監視指導課 知事
対象建設工事受注者
に対する命令

建設工事に係る資材
の再資源化等に関す
る法律

第２０条 × ○ ×

自然環境課 知事 災害の防止措置命令 温泉法 第８条第３項 × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事
土地掘削許可の取
消、措置命令

温泉法 第９条 × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事 緊急措置命令 温泉法 第９条の２ × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事 原状回復命令 温泉法 第１０条 × × ×

自然環境課 知事
増掘又は動力装置許
可の取消、措置命令

温泉法
第１１条第２項
（９） × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事
増掘又は動力装置許
可に係る原状回復命
令

温泉法
第１１条第２項（１
０） × × ×

自然環境課 知事
増掘又は動力装置許
可に係る緊急措置命
令

温泉法
第１１条第２項（９
の２） × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事 温泉の採取制限命令 温泉法 第１２条 × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事
他目的で土地を掘削
した者への措置命令

温泉法 第１４条１項 × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事
可燃性天然ガスの濃
度についての確認の
取消

温泉法 第１４条の５第３項 × × ×

自然環境課 知事 災害の防止措置命令 温泉法 第１４条の８第３項 × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事
温泉の採取許可の取
消し等

温泉法 第１４条の９第２項 × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事
温泉の採取許可に係
る緊急措置命令

温泉法 第１４条の１０ × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事
登録分析機関の登録
の取消し

温泉法 第２５条 × × ×

自然環境課 知事
国民保養温泉地にお
ける施設等の改善の
指示

温泉法 第３０条 × × ×

自然環境課 知事
利用許可の取消、措
置命令

温泉法 第３１条 × × ○ 公開済 ○
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自然環境課 知事
指定認定機関の指定
の取り消し

自然公園法 第２９条第２項 × × ×

自然環境課 知事
普通地域内における
措置命令等

自然公園法 第３３条第２項 × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事 原状回復命令等 自然公園法 第３４条 × × ○ 公開済 ○

自然環境課 知事
生態系維持回復事業
計画の認定取り消し

自然公園法
第４１条第４項にお
いて準用する第４０
条

× × ×

自然環境課 知事
公園管理団体の指定
の取り消し

自然公園法 第５３条場第１項 × × ×

自然環境課 知事
公園事業費用の受益
者負担

自然公園法 第５８条 × × ×

自然環境課 知事
公園事業費用の原因
者負担

自然公園法 第５９条 × × ×

自然環境課 知事
国定公園事業改善命
令

自然公園法
第１６条第４項にお
いて準用する第１１
条

× × ×

自然環境課 知事
国定公園事業の執行
認可の取消

自然公園法
第１６条第４項にお
いて準用する第１４
条第３項

× × ×

自然環境課 知事
国定公園事業原状回
復命令等

自然公園法
第１６条第４項にお
いて準用する第１５
条第１項

× × ×

自然環境課 知事
鳥獣の捕獲等又は鳥
類の卵の採取等の許
可に係る措置命令

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第１０条第１項 × × ×

自然環境課 知事
鳥獣の捕獲等又は鳥
類の卵の採取等の許
可取消し

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第１０条第２項 × × ×

自然環境課 知事
指定猟法による鳥獣
の捕獲等の許可に係
る措置命令

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第１５条第１０項 × × ×

自然環境課 知事
指定猟法による鳥獣
の捕獲等の許可の取
消し

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第１５条第１１項 × × ×

自然環境課 知事
飼養登録に係る措置
命令

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第２２条第１項 × × ×

自然環境課 知事 飼養登録の取消し
鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第２２条第２項 × × ×

自然環境課 知事
販売禁止鳥獣等の販
売の許可に係る措置
命令

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第２４条第９項 × × ×

自然環境課 知事
特別保護地区の区域
内における行為の許
可に係る指示

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第３０条第１項 × × ×

自然環境課 知事
特別保護地区の区域
内における行為の許
可に係る措置命令

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第３０条第２項 × × ×

自然環境課 知事

特定猟具使用制限区
域内の特定猟具を使
用した鳥獣の捕獲等
の承認に係る措置命
令

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第３５条第１１項 × × ×

自然環境課 知事

特定猟具使用制限区
域内の特定猟具を使
用した鳥獣の捕獲等
の承認の取消し

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第３５条第１２項 × × ×

自然環境課 知事
特定外来生物の防除
に係る原因者負担

特定外来生物による
生態系等に係る被害
の防止に関する法律

第１７条の２第５
項、第１６条 × × ×

自然環境課 知事
特定外来生物の防除
に係る措置命令

特定外来生物による
生態系等に係る被害
の防止に関する法律

第１７条の３第２項 × × ×

商工政策課 知事
特定商品の販売事業
者への措置命令

計量法 第１５条第３項 × × ×

商工政策課 知事
指定定期検査機関へ
の業務規程変更命令

計量法 第３０条第３項 × × ×

商工政策課 知事
指定定期検査機関の
定期検査を実施する
者の解任命令

計量法 第３５条 × × ×

商工政策課 知事
指定定期検査機関へ
の適合命令

計量法 第３７条 × × ×

商工政策課 知事
指定定期検査機関の
指定の取消又は検査
業務の停止命令

計量法 第３８条 × × ×
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商工政策課 知事
届出製造事業者又は
届出修理事業者への
改善命令

計量法 第４８条 × × ×

商工政策課 知事
販売事業者への遵守
事項に係る措置命令

計量法 第５２条第４項 × × ×

商工政策課 知事
特殊容器製造者への
適合命令

計量法 第６４条 × × ×

商工政策課 知事
特殊容器製造者の指
定の取消

計量法 第６７条 × × ×

商工政策課 知事
計量証明事業者への
事業規程変更命令

計量法 第１１０条第２項 × × ×

商工政策課 知事
計量証明事業者への
適合命令

計量法 第１１１条 × × ×

商工政策課 知事
計量証明事業者の登
録の取消又は事業の
停止命令

計量法 第１１３条 × × ×

商工政策課 知事
指定計量証明検査機
関への業務規程変更
命令

計量法 第１２１条第２項 × × ×

商工政策課 知事

指定計量証明検査機
関の計量証明検査を
実施する者の解任命
令

計量法 第１２１条第２項 × × ×

商工政策課 知事
指定計量証明検査機
関への適合命令

計量法 第１２１条第２項 × × ×

商工政策課 知事
指定計量証明検査機
関の指定の取消又は
検査業務の停止命令

計量法 第１２１条第２項 × × ×

商工政策課 知事
適正計量管理事業所
の指定を受けた者へ
の適合命令

計量法 第１３１条 × × ×

商工政策課 知事
適正計量管理事業所
の指定を受けた者の
指定の取消

計量法 第１３２条 × × ×

商工政策課 知事
特定物象量の表記の
抹消

計量法 第１５０条第１項 ○ × ×

商工政策課 知事 検定証印等の除去 計量法 第１５１条第１項 ○ × ×

商工政策課 知事 装置検査証印の除去 計量法 第１５３条第１項 ○ × ×

商工政策課 知事
立入検査によらない
検定証印等の除去

計量法 第１５４条第１項 ○ × ×

商工政策課 知事
指定法人の指定の取
消

総合特別区域法 第２６条第３項 × × ×

商工政策課 知事
地域経済牽引事業計
画の承認取消しに関
する処分

地域未来投資促進法 第１４条第２項 × × ×

中小企業振興課 知事
商工会議所の業務の
一部停止等

商工会議所法 第５９条第１項 × × ○ 公開済 ○

中小企業振興課 知事
購買会事業における
員外利用禁止

小売商業調整特別措
置法

第２条第１項 × × ×

中小企業振興課 知事
員外利用禁止時の措
置命令

小売商業調整特別措
置法

第２条第２項 × × ×

中小企業振興課 知事
小売市場開設の許可
の取消

小売商業調整特別措
置法

第１０条第１項 × × ×

中小企業振興課 知事
事業開始時期の繰下
げ等の命令

小売商業調整特別措
置法

第１６条の５第１項 × × ×

中小企業振興課 知事
商工会の業務の一部
停止等

商工会法 第５１条第１項 × × ○ 公開済 ○

中小企業振興課 知事
商工会連合会の業務
の一部停止等

商工会法 第５８条第５項 × × ○ 公開済 ○

中小企業振興課 知事
組合への業務改善命
令

商店街振興組合法 第８５条 × × ×

中小企業振興課 知事 組合の解散命令 商店街振興組合法 第８６条第１項 × × ○ 公開済 ○

中小企業振興課 知事 組合の解散命令 商店街振興組合法 第８６条第２項 × × ○ 公開済 ○

中小企業振興課 知事
事業継続力強化支援
計画認定の取消

商工会及び商工会議
所による小規模事業
者の支援に関する法
律

第６条第２項 × × ×

中小企業振興課 知事
認定計画の認定の取
消

中小小売商業振興法
施行令

第９条第２項 × × ○ 公開済 ○
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中小企業振興課 知事
事業の利用の特例の
認可の取消

中小企業等協同組合
法

第９条の２の３第２
項 × × ×

中小企業振興課 知事
共済契約の募集を行
う組合員の業務改善
命令

中小企業等協同組合
法

第９条の７の５第１
項 × × ×

中小企業振興課 知事
共済契約の募集を行
う組合員の募集停
止、登録の取消

中小企業等協同組合
法

第９条の７の５第１
項 × × ×

中小企業振興課 知事
組合等への必要な措
置の命令

中小企業等協同組合
法

第１０６条第１項 × × ×

中小企業振興課 知事 組合等の解散命令
中小企業等協同組合
法

第１０６条第２項 × × ○ 公開済 ○

中小企業振興課 知事

共済事業を行う組合
への定款、規則、共
済規程、火災共済規
程に定めた事項の変
更、業務執行方法の
変更命令

中小企業等協同組合
法

第１０６条の２第１
項 × × ×

中小企業振興課 知事
共済事業を行う組合
への監督上の命令

中小企業等協同組合
法

第１０６条の２第２
項 × × ×

中小企業振興課 知事
共済事業を行う組合
への業務停止命令・
役員改選命令

中小企業等協同組合
法

第１０６条の２第４
項 × × ×

中小企業振興課 知事
共済事業を行う組合
の共済規程の認可の
取消

中小企業等協同組合
法

第１０６条の２第５
項 × × ×

中小企業振興課 知事
組合等への必要な措
置の命令

中小企業団体の組織
に関する法律

第５条の２３第６項 × × ×

中小企業振興課 知事 組合等の解散命令
中小企業団体の組織
に関する法律

第５条の２３第６項 × × ○ 公開済 ○

中小企業振興課 知事
事業の利用の特例の
認可の取消

中小企業団体の組織
に関する法律

第１７条の２第２項 × × ×

中小企業振興課 知事
事業の利用の特例の
認可の取消

中小企業団体の組織
に関する法律

第３３条 × × ×

中小企業振興課 知事
組合の業務の改善命
令

中小企業団体の組織
に関する法律

第６７条 × × ×

中小企業振興課 知事 商工組合の解散命令
中小企業団体の組織
に関する法律

第６９条第１項 × × ○ 公開済 ○

中小企業振興課 知事
商工組合連合会の解
散命令

中小企業団体の組織
に関する法律

第６９条第２項 × × ○ 公開済 ○

中小企業振興課 知事 組合の解散命令
中小企業団体の組織
に関する法律

第６９条第３項 × × ○ 公開済 ○

中小企業振興課 知事
事業承継税制適用の
認定の取消

経営承継円滑化法施
行規則

第９条第１項～第９
項、第１４項～第１
７項

× × ×

中小企業振興課 知事
事業承継税制適用の
切替確認の取消

経営承継円滑化法施
行規則

第１３条第１３項 × × ×

中小企業振興課 知事
事業承継税制適用の
特例承継計画等の確
認の取消

経営承継円滑化法施
行規則

第１９条第１項、２
項 × × ×

中小企業振興課 知事
貸金業者の業務改善
命令

貸金業法
第２４条の６の３第
１項 × × ○ 公開済 ○ ○

中小企業振興課 知事
貸金業者の登録の取
消し又は業務停止命
令

貸金業法
第２４条の６の４第
１項 × × ○ 公開済 ○ ○

中小企業振興課 知事
貸金業者の登録の取
消し

貸金業法
第２４条の６の５第
１項 × × ○ 公開済 ○ ○

中小企業振興課 知事
所在不明貸金業者等
の登録の取消し

貸金業法
第２４条の６の６第
１項 × × ○ 公開済 ○ ○

スタートアップ推進
課

知事
承認経営革新計画の
取消

中小企業等経営強化
法

第１５条第２項 × × ×

工業保安課 知事
製造業者、販売業者
の許可の取消

火薬類取締法 第８条 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
製造施設、製造方法
の改善命令

火薬類取締法 第９条第３項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
火薬類の貯蔵者に対
する改善命令

火薬類取締法 第１１条第３項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
火薬庫の修理等の改
善命令

火薬類取締法 第１４条第２項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
火薬類の譲渡・譲受
の許可の取消

火薬類取締法 第１７条第３項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
火薬類の消費の許可
の取消

火薬類取締法 第２５条第３項 × × ○ 公開済 ○
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工業保安課 知事
危害予防規程の変更
命令

火薬類取締法 第２８条第４項 × × ×

工業保安課 知事
保安教育計画を定め
る者の指定

火薬類取締法 第２９条第４項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
保安責任者免状の返
納命令

火薬類取締法 第３１条第５項 × × ×

工業保安課 知事
製造保安責任者等の
解任命令

火薬類取締法 第３４条第１項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
取扱保安責任者等の
解任命令

火薬類取締法 第３４条第２項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
安定度試験の実施命
令

火薬類取締法 第３６条第２項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
製造等許可取消、事
業停止命令

火薬類取締法 第４４条 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事 緊急措置 火薬類取締法 第４５条 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
指定完成検査機関の
解任命令

火薬類取締法 第４５条の３１ × × ×

工業保安課 知事
指定完成検査機関の
指定取消

火薬類取締法 第４５条の３４ × × ×

工業保安課 知事 報告の徴収 火薬類取締法 第４５条の３６ × × ×

工業保安課 知事 立入検査等 火薬類取締法 第４５条の３７ × × ×

工業保安課 知事
指定保安検査機関の
解任命令

火薬類取締法
第４５条の３８第２
項 × × ×

工業保安課 知事
指定保安検査機関の
指定取消

火薬類取締法
第４５条の３８第２
項 × × ×

工業保安課 知事 罰則 火薬類取締法 第５８条～第６２条 × × ×

工業保安課 知事
採石業者の登録取
消、事業停止

採石法
第３２条の１０第１
項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
認可採取計画の変更
命令

採石法 第３３条の９ × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
採取計画の認可取
消、採取停止

採石法 第３３条の１２ × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
岩石採取停止、災害
防止措置命令

採石法
第３３条の１３第１
項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
違反採石者に対する
災害防止命令

採石法
第３３条の１３第２
項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
採石廃止者への災害
防止処置命令

採石法 第３３条の１７ × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
第一種製造者、販売
業者の許可取消

高圧ガス保安法 第９条 × × ×

工業保安課 知事
第一種製造者の施設
等の基準適合命令

高圧ガス保安法 第１１条第３項 × × ×

工業保安課 知事
第二種製造者の施設
等の基準適合命令

高圧ガス保安法 第１２条第３項 ○ × ×

工業保安課 知事
高圧ガス貯蔵所有者
等の基準適合命令

高圧ガス保安法 第１５条第２項 ○ × ×

工業保安課 知事
高圧ガス貯蔵所の基
準適合命令

高圧ガス保安法 第１８条第３項 ○ × ×

工業保安課 知事
販売業者の基準適合
命令

高圧ガス保安法 第２０条の６第２項 ○ × ×

工業保安課 知事
検査不合格輸入高圧
ガス廃棄措置命令

高圧ガス保安法 第２２条第３項 × × ×

工業保安課 知事
特定高圧ガス消費施
設の基準適合命令

高圧ガス保安法 第２４条の３第３項 ○ × ×

工業保安課 知事
危害予防規程の変更
命令

高圧ガス保安法 第２６条第２項 × × ×

工業保安課 知事
第一種製造者への危
害予防規程遵守命令

高圧ガス保安法 第２６条第４項 × × ×

工業保安課 知事
保安教育計画変更命
令

高圧ガス保安法 第２７条第２項 × × ×

工業保安課 知事
製造保安責任者免状
返納命令

高圧ガス保安法 第３０条 × × ×
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工業保安課 知事
保安統括者等の解任
命令

高圧ガス保安法 第３４条 × × ×

工業保安課 知事
製造等の許可取消、
事業停止命令

高圧ガス保安法 第３８条第１項 × × ×

工業保安課 知事
高圧ガスの製造、消
費の停止命令

高圧ガス保安法 第３８条第２項 × × ×

工業保安課 知事
施設の使用停止、ガ
ス製造禁止等

高圧ガス保安法 第３９条 ○ × ×

工業保安課 知事
容器製造業者の技術
基準適合命令

高圧ガス保安法 第４１条第２項 × × ×

工業保安課 知事
検査所で検査できる
容器等の制限

高圧ガス保安法 第５０条第４項 × × ×

工業保安課 知事
容器検査所検査主任
者の解任命令

高圧ガス保安法 第５２条第４項 × × ×

工業保安課 知事
容器検査所の登録取
消、検査停止

高圧ガス保安法 第５３条 × × ×

工業保安課 知事
不合格容器のくず化
等の処分命令

高圧ガス保安法 第５６条第１項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
指定完成検査機関の
検査員の解任命令

高圧ガス保安法 第５８条の２７ × × ×

工業保安課 知事
指定完成検査機関の
指定取消等命令

高圧ガス保安法 第５８条の３０ × × ×

工業保安課 知事
指定保安検査機関の
検査員の解任命令

高圧ガス保安法
第５８条の３０の３
第２項 × × ×

工業保安課 知事
指定保安検査機関の
指定取消等命令

高圧ガス保安法
第５８条の３０の３
第２項 × × ×

工業保安課 知事
指定輸入検査機関の
指定取消等命令

高圧ガス保安法
第５８条の３０の３
第２項 × × ×

工業保安課 知事 報告の徴収 高圧ガス保安法 第６１条 × × ×

工業保安課 知事 立入検査等 高圧ガス保安法 第６２条 × × ×

工業保安課 知事 罰則 高圧ガス保安法 第８０条～第８６条 × × ×

工業保安課 知事
猟銃等の製造、販売
事業の許可の取消

武器等製造法 第２０条 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
猟銃等の製造設備の
修理、改善命令

武器等製造法 第２０条 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
猟銃等の製造事業者
の許可取消、事業停
止

武器等製造法 第２０条 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事 報告の徴収 武器等製造法 第２４条 × × ×

工業保安課 知事 立入検査等 武器等製造法 第２５条 × × ×

工業保安課 知事 罰則 武器等製造法 第３１条～第３５条 × × ×

工業保安課 知事
電気工事士免状の返
納命令

電気工事士法 第４条第６項 × × ×

工業保安課 知事 報告の徴収 電気工事士法 第９条第１項 × × ×

工業保安課 知事 罰則 電気工事士法 第１３条～第１６条 × × ×

工業保安課 知事
液化石油ガス販売事
業の登録拒否

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第４条第１項 × × ×

工業保安課 知事
災害発生防止措置の
命令

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第１３条第２項 ○ × ×

工業保安課 知事
書面の交付又は再交
付命令

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第１４条第２項 ○ × ×

工業保安課 知事
販売施設等の技術基
準適合命令等

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第１６条第３項 ○ × ×

工業保安課 知事
供給設備の技術基準
適合命令等

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第１６条の２第２項 ○ × ×

工業保安課 知事
業務主任者等の解任
命令

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第２２条 × × ×
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工業保安課 知事
液化石油ガス販売事
業の登録取消

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第２５条 × × ×

工業保安課 知事
販売事業の登録取
消、事業停止

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第２６条 × × ×

工業保安課 知事
保安機関に対する改
善等の命令

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第３４条第３項 × × ×

工業保安課 知事
保安業務規程変更の
命令

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第３５条第３項 × × ×

工業保安課 知事
保安機関に対する適
合命令

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第３５条の２ × × ×

工業保安課 知事 保安機関認定の取消
液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第３５条の３ × × ×

工業保安課 知事
販売事業者の認定の
取消

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第３５条の１０第１
項 × × ×

工業保安課 知事
販売事業者の認定の
取消

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第３５条の１０第２
項 × × ×

工業保安課 知事
消費設備の技術基準
適合命令等

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第３５条の５ ○ × ×

工業保安課 知事
充填設備の修理、改
善等命令

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第３７条の５第３項 ○ × ×

工業保安課 知事
貯蔵施設等許可の取
消

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第３７条の７ × × ×

工業保安課 知事
液化石油ガス整備士
免状の交付拒否

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第３８条の４第３項 × × ×

工業保安課 知事
液化石油ガス設備士
免状の返納命令

液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第３８条の４第４項 × × ×

工業保安課 知事 報告の徴収
液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第８２条 ○ × ×

工業保安課 知事 立入検査等
液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第８３条 ○ × ×

工業保安課 知事 罰則
液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適
正化に関する法律

第９６条～第１０４
条 × × ×

工業保安課 知事
砂利採取業者の登録
の取消

砂利採取法 第１２条第１項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
採取跡の埋め戻し等
災害措置命令

砂利採取法 第２３条第２項 × × ×

工業保安課 知事
電気工事の施行の差
止命令

電気工事業の業務の
適正化に関する法律

第１７条第２項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
危険等防止のための
措置命令

電気工事業の業務の
適正化に関する法律

第２７条第１項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
危険等防止のための
措置命令

電気工事業の業務の
適正化に関する法律

第２７条第２項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
登録電気工事業者の
取消及び業務停止命
令

電気工事業の業務の
適正化に関する法律

第２８条第１項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事
通知電気工事業者の
業務停止命令

電気工事業の業務の
適正化に関する法律

第２８条第２項 × × ○ 公開済 ○

工業保安課 知事 報告及び検査
電気工事業の業務の
適正化に関する法律

第２９条 × × ×

工業保安課 知事 罰則
電気工事業の業務の
適正化に関する法律

第３６条～第４２条 × × ×

観光政策課 知事
振興計画の認定の取
消

伝統的工芸品産業の
振興に関する法律

第５条第３項 × × ○ 公開済 ○

観光政策課 知事
通訳案内士の登録の
抹消

通訳案内士法 第２６条 × × ×

観光政策課 知事
旅行業者の登録の取
消

旅行業法 第７条第５項 × × ×

観光政策課 知事
旅行業者の登録の取
消

旅行業法 第８条第３項 × × ×

観光政策課 知事 旅行業の登録の取消 旅行業法 第９条第２項 × × ×
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観光政策課 知事 業務改善命令 旅行業法 第１８条の３ × × ×

観光政策課 知事
旅行業者の登録取
消、業務停止

旅行業法 第１９条第１項 × × ○ 公開済 ○ ○

観光政策課 知事
旅行業者の登録の取
消

旅行業法 第１９条第２項 × × ×

観光政策課 知事
旅行サービス手配業
者の登録取消、業務
停止

旅行業法 第３７条第１項 × × ○ 公開済 ○ ○

農林水産政策課 知事
指定種苗の表示命
令、表示変更命令等

種苗法 第６０条第１項 × × ×

農林水産政策課 知事
表示に関する基準の
遵守命令

種苗法 第６０条第２項 × × ×

食の安全・地産地消
課

知事
農林漁業体験民宿業
団体への改善命令等

農山漁村滞在型余暇
活動のための基盤整
備の促進に関する法
律

第３４条、第３５条 × × ×

農山漁村振興課 知事
開発行為の中止、復
旧命令

森林法 第１０条の３ × × ○ 公開済 ○

農山漁村振興課 知事

中止命令（保安林及
び保安施設地区内の
立木の違反伐採、土
地の形質変更等の違
反行為）

森林法
第３８条第１項、第
２項 × × ○ 公開済 ○

農山漁村振興課 知事 造林命令 森林法
第３８条第１項、第
３項 × × ○ 公開済 ○

農山漁村振興課 知事 復旧命令 森林法 第３８条第２項 × × ○ 公開済 ○

農山漁村振興課 知事 植栽命令 森林法 第３８条第４項 × × ○ 公開済 ○

農山漁村振興課 知事
施設利用者からの負
担金徴収

独立行政法人水資源
機構法

第２６条第２項 × × ×

農山漁村振興課 知事 負担金の延滞金徴収
独立行政法人水資源
機構法

第２８条第５項 × × ×

食の安全・地産地消
課

知事
食品表示法違反の指
示に係る措置命令

食品表示法 第６条第５項 × × ×

食の安全・地産地消
課

知事
ＪＡＳ法違反の指示
に係る措置命令

日本農林規格等に関
する法律

第６１条第３項 × × ×

食の安全・地産地消
課

知事
米トレサ法違反の勧
告に係る措置命令

米穀等の取引等に係
る情報の記録及び産
地情報の伝達に関す
る法律

第９条第２項 × × ×

食の安全・地産地消
課

知事
農薬使用者等に対す
る報告命令

農薬取締法
第２９条第１項、第
３項 × × ×

食の安全・地産地消
課

知事
農薬販売の制限、禁
止

農薬取締法 第３１条第４項 × × ×

団体指導課 知事
共済計理人の解任命
令

農業協同組合法 第１１条の４１ × × ×

団体指導課 知事
共済契約の解約に係
る業務停止命令

農業協同組合法 第１１条の５３ × × ×

団体指導課 知事 共済調査人の解任 農業協同組合法
第１１条の５８第３
項 × × ×

団体指導課 知事
信託受託農協の信託
終了命令

農業協同組合法 第１１条の４６ × × ×

団体指導課 知事
登記未了による設立
認可の取消

農業協同組合法 第６３条第２項 × × ×

団体指導課 知事
業務停止、執行方法
変更命令等

農業協同組合法 第９４条の２ × × ○ 公開済 ○

団体指導課 知事
法令等の違反の措置
命令(組合等)

農業協同組合法 第９５条第１項 × × ○ 公開済 ○

団体指導課 知事
業務停止、役員改選
命令(組合等)

農業協同組合法 第９５条第２項 × × ×

団体指導課 知事
共済規程等の承認の
取消

農業協同組合法 第９５条第３項 × × ×

団体指導課 知事 組合等の解散命令 農業協同組合法 第９５条の２ × × ×

団体指導課 知事
総会の決議、選挙等
の取消

農業協同組合法 第９６条第１項 × × ×

団体指導課 知事
命令違反に対する役
員解任

農業保険法 第２１２条第２項 × × ○ 公開済 ○



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
に備置
き

関係出
先機関
に備置
き

県民情
報セン
ター等
に備置
き

県の
ホーム
ページ
で公開

令和７年７月４日現在

主務課（室）名 行政庁等 不利益処分名 法令名 根拠条項

処
分
基
準
の
設
定

出
先
機
関
の
長
へ
の

委
任
等
の
有
無

有の場
合

無の場
合

設定有の場合

運
用
通
達
の
発
出

の
有
無

出
先
機
関
に
お
け

る
処
分
の
有
無

公
開

（公開済の場合）公開方法

団体指導課 知事
命令違反に対する農
業共済団体の解散命
令

農業保険法 第２１２条第３項 × × ○ 公開済 ○

団体指導課 知事
共済掛金率の変更命
令

自動車損害賠償保障
法

第２７条第３項 × × ×

団体指導課 知事
合併推進法人の業務
改善命令

農業協同組合合併助
成法

第９条第２項 × × ○ 公開済 ○

団体指導課 知事
合併推進法人の指定
の取消

農業協同組合合併助
成法

第９条第３項 × × ○ 公開済 ○

団体指導課 知事
農水産業協同組合に
対する管理人による
管理を命ずる処分

農水産業協同組合貯
金保険法

第８３条第１項 × × ×

団体指導課 知事
農水産業協同組合に
対する管理を命ずる
処分

農水産業協同組合貯
金保険法

第８３条第２項 × × ×

団体指導課 知事 計画承認の取消
特定農産加工業経営
改善臨時措置法

第４条第２項 × × ○ 公開済 ○

団体指導課 知事
森林組合定款変更、
業務停止等の監督命
令

森林組合法 第１１２条 × × ○ 公開済 ○

団体指導課 知事
森林組合の法令等の
違反に対する措置命
令

森林組合法 第１１３条第１項 × × ○ 公開済 ○

団体指導課 知事
森林組合の業務停
止、役員改選命令

森林組合法 第１１３条第２項 × × ○ 公開済 ○

団体指導課 知事
森林組合の信託規程
等の承認の取消

森林組合法 第１１３条第３項 × × ○ 公開済 ○

団体指導課 知事 森林組合の解散命令 森林組合法 第１１４条第１項 × × ○ 公開済 ○

団体指導課 知事
森林組合の総会議
決、選挙、当選の取
消

森林組合法 第１１５条第１項 × × ○ 公開済 ○

団体指導課 知事
設立総会議決、選
挙、当選の取消

森林組合法 第１１５条第２項 × × ○ 公開済 ○

団体指導課 知事
林業経営改善計画の
認定の取消

林業経営基盤の強化
等の促進のための資
金の融通等に関する
暫定措置法施行令

第１条第３項 × × ○ 公開済 ○

団体指導課 知事
合理化計画認定の取
消

林業経営基盤の強化
等の促進のための資
金の融通等に関する
暫定措置法施行令

第４条第３項 × × ○ 公開済 ○

団体指導課 知事
組合員以外の事業の
利用の特例の認可の
取消

中小企業等協同組合
法

第９条の２の３第２
項 × × ×

団体指導課 知事
事業の利用の特例の
認可の取消

中小企業等協同組合
法

第９条の９第５項 × × ×

輸出促進課 知事
輸出水産業の事業場
登録の取消等

輸出水産業の振興に
関する法律

第４条第１項 × × ×

輸出促進課 知事
基準不適格事業場へ
の措置命令

輸出水産業の振興に
関する法律

第４条第２項 × × ×

園芸振興課 知事
地方卸売市場の認定
の取消

卸売市場法 第１１条第１項 × × ×

園芸振興課 知事
地方卸売市場の開設
者に対する措置命令

卸売市場法
第14条において準用
する第10条 × × ×

水田農業振興課 知事
開発行為の中止、復
旧行為の命令

農業振興地域の整備
に関する法律

第１５条の３ × × ×

水田農業振興課 知事
農地中間管理機構の
特例事業規程の承認
の取消

農業経営基盤強化促
進法

第１０条第１項 × × ×

水田農業振興課 知事
許可取消、工事停
止、原状回復等

農地法 第５１条 × ○ ○ 公開済 ○ ○ ○

水田農業振興課 知事
売渡した土地等の買
戻し

農地法
附則第６条第３項に
基づく旧農地法第７
２条第２項

× × ×

水田農業振興課 知事
農地中間管理機構の
役員の解任

農地中間管理事業の
推進に関する法律

第７条第２項 × × ×

水田農業振興課 知事
農地中間管理事業規
程の変更命令

農地中間管理事業の
推進に関する法律

第８条第５項 × × ×

水田農業振興課 知事
農地中間管理機構に
対する監督命令

農地中間管理事業の
推進に関する法律

第１３条 × × ×

水田農業振興課 知事
農地中間管理機構の
指定取消

農地中間管理事業の
推進に関する法律

第１５条第１項 × × ×
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水田農業振興課 知事
登録検査機関に対す
る適合命令

農産物検査法 第２２条 × × ○ 公開済 ○ ○

水田農業振興課 知事
登録検査機関に対す
る改善命令

農産物検査法 第２３条 × × ○ 公開済 ○ ○

水田農業振興課 知事
登録検査機関の登録
の取消又は業務停止
命令

農産物検査法 第２４条 × × ○ 公開済 ○ ○

畜産課 知事
免許の取消し及び事
業の停止

家畜商法
第７条第１項及び第
２項 × ○ ○ 公開済 ○

畜産課 （畜産課） ○ ○

畜産課 農林事務所長 ×

畜産課 （畜産課） ○ ○

畜産課 農林事務所長 ×

畜産課 知事
種畜証明書の効力取
消又は停止

家畜改良増殖法 第７条第１項 × × ×

畜産課 知事
家畜人工授精師の免
許取消

家畜改良増殖法 第１９条第１項 × × ×

畜産課 知事
家畜人工授精師の免
許取消等

家畜改良増殖法 第１９条第２項 × × ×

畜産課 知事
家畜人工授精所開設
の許可取消等

家畜改良増殖法 第２６条第２項 × × ×

畜産課 知事
患畜等の殺処分の命
令

家畜伝染病予防法 第１７条第１項 × × ○ 公開済 ○

畜産課 知事 廃棄等の命令
飼料の安全性の確保
及び品質の改善に関
する法律

第２４条第１項 × × ○ 公開済 ○

畜産課 知事
家畜市場の登録の取
消

家畜取引法 第１８条第１項 × × ×

畜産課 知事
家畜市場の登録取
消、開場停止

家畜取引法 第１８条第２項 × × ×

畜産課 知事
家畜取引業者の業務
停止命令

家畜取引法 第１８条の２ × × ×

畜産課 知事 ふ化業者登録の取消 養鶏振興法 第１０条第１項 × × ×

畜産課 知事
法定義務履行のため
の措置命令

養鶏振興法 第１４条 × × ×

畜産課 知事
承認取消医薬品等の
廃棄命令等

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７０条第１項 × × ×

畜産課 知事
施設の使用禁止、改
善命令

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７２条 × × ×

畜産課 知事 薬剤師の増員命令

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７２条の２ × × ×

畜産課 知事 管理者等の変更命令

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７３条 × × ×

畜産課 知事
配置販売業者等の業
務停止命令処分

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７４条 × × ×

畜産課 知事
許可の取消し等命令
処分

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律

第７５条第１項 × × ×

畜産課 知事
指定事業者の指定の
解除

畜産経営の安定に関
する法律

第１３条第１項及び
第２項 × × ×

畜産課 知事 指定協会の指定解除
肉用子牛生産安定等
特別措置法

第９条第１項 × × ○ 公開済 ○

畜産課 知事
飼育動物診療施設の
使用制限命令等

獣医療法 第６条 × × ×

畜産課 知事
診療用機器等への使
用制限命令等

獣医療法 第７条第３項 × × ×

畜産課 知事
診療施設整備計画の
認定の取消

獣医療法施行令 第２３条 × × ○ 公開済 ○

牧野の改良、保全の
指示

牧野法 第９条第１項

牧野の改良、保全の
指示変更

牧野法 第１０条第２項
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畜産課 知事
管理基準を遵守すべ
き旨の勧告に係る措
置の命令

家畜排せつ物の管理
の適正化及び利用の
促進に関する法律

第５条第２項 × × ×

畜産課 知事
処理高度化施設整備
計画の認定の取消

家畜排せつ物の管理
の適正化及び利用の
促進に関する法律

第１０条第２項 × × ×

経営技術支援課 知事
鳥獣の捕獲等又は鳥
類の卵の採取等の許
可に係る措置命令

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第１０条第１項 × ○ ×

経営技術支援課 知事
鳥獣の捕獲等又は鳥
類の卵の採取等の許
可取消し

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第１０条第２項 × ○ ×

経営技術支援課 知事
狩猟免許試験の停止
等

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第５０条第１項 × ○ ×

経営技術支援課 知事 狩猟免許の取消し
鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第５２条第１項 × ○ ×

経営技術支援課 知事
狩猟免許の取消し又
は効力の停止

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第５２条第２項 × ○ ×

経営技術支援課 知事
狩猟者登録の取消し
又は効力の停止

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第６４条 ○ ○ ×

経営技術支援課 知事 猟区の認可の取消し
鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第７２条第１項 × × ×

畜産課 知事
競馬の公正確保のた
めの処分

競馬法施行令
第１７条の４におい
て準用する第１０条
第１項

× × ×

経営技術支援課 知事
鳥獣捕獲等事業の認
定に係る措置命令

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第１８条の６第２項 × × ×

経営技術支援課 知事
鳥獣捕獲等事業の認
定の取消し

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第１８条の１０第２
項 × × ×

経営技術支援課 知事
住居集合地域等にお
ける麻酔銃猟の許可
に係る措置命令

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第３８条の２第１０
項 × × ×

経営技術支援課 知事
住居集合地域等にお
ける麻酔銃猟の許可
の取消し

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律

第３８条の２第１１
項 × × ×

畜産課 知事
飼養衛生管理基準の
遵守勧告に係る措置
命令

家畜伝染病予防法 第１２条の６第２項 × × ×

畜産課 知事 販売従事登録の消除
動物用医薬品等取締
規則

第１１５条の１１第
４項 × × ×

畜産課 知事 必要な措置の命令等
畜舎等の建築等及び
利用の特例に関する
法律

第１５条第１項～第
５項 × × ×

畜産課 知事
畜舎建築利用計画の
認定の取り消し

畜舎等の建築等及び
利用の特例に関する
法律

第１６条第２項 × × ×

畜産課 知事

認定畜舎等の使用の
禁止、飼養の制限そ
の他安全上、防火上
又は避難上必要な措
置の命令

畜舎等の建築等及び
利用の特例に関する
法律

第１８条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事 一時利用地の指定 土地改良法 第８９条の２第６項 × × ○ 公開済 ○ ○

農村森林整備課 知事
換地処分前の使用収
益停止

土地改良法 第８９条の２第６項 × × ○ 公開済 ○ ○

農村森林整備課 知事
仮清算金支払地の使
用収益停止

土地改良法 第８９条の２第７項 × × ○ 公開済 ○ ○

農村森林整備課 知事
一時利用地指定の利
用相当額徴収

土地改良法 第８９条の２第８項 × × ○ 公開済 ○ ○

農村森林整備課 知事
県営土地改良事業の
利益を受ける者から
の分担金徴収

土地改良法 第９１条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事

関連土地改良事業又
は関連管理事業（以
下、関連事業）の利
益を受ける者からの
分担金徴収

土地改良法 第９１条第５項 × × ×
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農村森林整備課 知事

県営土地改良事業又
は関連事業施行地域
内の土地を目的外用
途に供した者等から
の特別徴収金徴収

土地改良法
第９１条の２第１項
及び同条第４項 × × ×

農村森林整備課 知事

機構関連事業施行地
域内農用地の農地中
間管理権に関する契
約を解除した者から
の特別徴収金徴収

土地改良法 第９１条の２第６項 × × ×

農村森林整備課 知事 ○ ○ ○ 公開済 ○

農村森林整備課 各農林事務所長 ○ 公開済 ○

農村森林整備課
筑後川水系農地開発
事務所長 ○ 公開済 ○

農村森林整備課 知事
土地改良区役員の改
選命令

土地改良法 第１３４条第２項 × × ×

農村森林整備課 知事
土地改良区役員の解
任

土地改良法 第１３４条第３項 × × ×

農村森林整備課 知事
土地改良区の解散命
令

土地改良法 第１３５条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事
占用料、土石採取料
の徴収

海岸法 第１１条 × × ○ 公開済 ○

農村森林整備課 知事
占用許可の取消、行
為中止命令等

海岸法 第１２条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事
占用許可の取消、行
為中止命令等

海岸法 第１２条第２項 × × ×

農村森林整備課 知事
補償費用の原因者へ
の負担命令

海岸法 第１２条の２第４項 × × ×

農村森林整備課 知事
工事原因者への工事
施行命令

海岸法 第１６条第１項 × × ○ 公開済 ○

農村森林整備課 知事
海岸保全施設に対す
る改良、補修命令等

海岸法 第２１条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事
海岸保全施設に対す
る改良、補修命令等

海岸法 第２１条第２項 × × ×

農村森林整備課 知事
漁業権の取消、行使
の停止命令等

海岸法 第２２条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事
工事原因者への費用
負担命令

海岸法 第３１条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事
付帯工事費用の原因
者負担命令

海岸法 第３２条第３項 × × ×

農村森林整備課 知事
受益者への工事費用
負担命令

海岸法 第３３条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事 延滞金の徴収 海岸法 第３５条第２項 × × ×

農村森林整備課 知事
工事原因者への工事
施行命令

地すべり等防止法
(土地改良事業)

第１４条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事
許可の取消、原状回
命令等

地すべり等防止法
(土地改良事業)

第２１条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事
許可の取消、原状回
命令等

地すべり等防止法
(土地改良事業)

第２１条第２項 × × ×

農村森林整備課 知事
損失補償額の原因者
への負担命令

地すべり等防止法
(土地改良事業)

第２１条第５項 × × ×

農村森林整備課 知事
地すべり防止施設の
改良命令等

地すべり等防止法
(土地改良事業)

第２３条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事
地すべり防止施設の
改良命令等

地すべり等防止法
(土地改良事業)

第２３条第２項 × × ×

農村森林整備課 知事
工事原因者への費用
負担命令

地すべり等防止法
(土地改良事業)

第３４条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事
付帯工事費用の原因
者負担命令

地すべり等防止法
(土地改良事業)

第３５条第３項 × × ×

農村森林整備課 知事
工事費用の受益者へ
の負担命令

地すべり等防止法
(土地改良事業)

第３６条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事 延滞金の徴収
地すべり等防止法
(土地改良事業)

第３８条第２項 × × ×

農村森林整備課 知事
ぼた山崩壊防止区域
内許可の取消、原状
回命令等

地すべり等防止法
(土地改良事業)

第４５条第１項 × × ×

土地改良事業の障害
物の移転等

土地改良法 第１１９条
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農村森林整備課 知事
工事原因者への工事
施行命令

地すべり等防止法
(治山事業)

第１４条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事
許可の取消、原状回
復命令等

地すべり等防止法
(治山事業)

第２１条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事
許可の取消、原状回
復命令等

地すべり等防止法
(治山事業)

第２１条第２項 × × ×

農村森林整備課 知事
損失補償額の原因者
への負担命令

地すべり等防止法
(治山事業)

第２１条第５項 × × ×

農村森林整備課 知事
地すべり防止施設の
改良命令等

地すべり等防止法
(治山事業)

第２３条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事
地すべり防止施設の
改良命令等

地すべり等防止法
(治山事業)

第２３条第２項 × × ×

農村森林整備課 知事
工事原因者への費用
負担命令

地すべり等防止法
(治山事業)

第３４条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事
付帯工事費用の原因
者負担命令

地すべり等防止法
(治山事業)

第３５条第３項 × × ×

農村森林整備課 知事
工事費用の受益者へ
の負担命令

地すべり等防止法
(治山事業)

第３６条第１項 × × ×

農村森林整備課 知事 延滞金の徴収
地すべり等防止法
(治山事業)

第３８条第２項 × × ×

農村森林整備課 知事
ぼた山崩壊防止区域
内許可の取消、原状
回復命令等

地すべり等防止法
(治山事業)

第４５条第１項 × × ×

林業振興課 知事
木材安定供給確保事
業計画の認定の取消

木材の安定供給の確
保に関する特別措置
法

第５条第２項 × × ×

林業振興課 知事
森林経営計画の認定
の取消

木材の安定供給の確
保に関する特別措置
法

第９条第４項 × × ×

林業振興課 知事
樹木伐倒、枝条等焼
却命令等

森林病害虫等防除法 第５条第１項 × × ×

林業振興課 知事 特別伐倒駆除命令 森林病害虫等防除法 第５条第２項 × × ×

林業振興課 知事 補完伐倒駆除命令 森林病害虫等防除法 第５条第３項 × × ×

林業振興課 知事
駆除措置に要した費
用の徴収

森林病害虫等防除法 第５条第４項 × × ×

林業振興課 知事
枝条等の焼却の指示
等

森林病害虫等防除法 第７条第１項 × × ×

林業振興課 知事
受益者からの分担金
の徴収

森林病害虫等防除法 第１０条 × × ×

林業振興課 知事
苗木生産事業者の登
録の取消

林業種苗法 第１５条第１項 × × ×

林業振興課 知事
違反種苗の表示の是
正命令等

林業種苗法 第１９条 × × ×

林業振興課 知事
種苗配布禁止、種苗
育成措置命令

林業種苗法 第２９条第１項 × × ×

林業振興課 知事
緑化推進委員会への
必要な改善命令

緑の募金による森林
整備等の推進に関す
る法律

第１０条 × × ×

林業振興課 知事
緑化推進委員会の指
定の取消

緑の募金による森林
整備等の推進に関す
る法律

第１１条 × × ×

林業振興課 知事
森林経営計画の変更
通知

森林法 第１３条 × × ○ 公開済 ○ ○

林業振興課 知事
森林経営計画の認定
の取消

森林法 第１６条 × × ○ 公開済 ○ ○

漁業管理課 知事
共済契約の解約に係
る業務の停止その他
必要な措置命令

水産業協同組合法 第１７条の３ × × ×

漁業管理課 知事
漁業協同組合の設立
認可の取消

水産業協同組合法 第６６条の２ × × ×

漁業管理課 知事
漁業生産組合の設立
認可の取消

水産業協同組合法 第８６条第３項 × × ×

漁業管理課 知事
漁業協同組合連合会
の設立認可の取消

水産業協同組合法 第９２条第４項 × × ×

漁業管理課 知事
水産加工業協同組合
の設立認可の取消

水産業協同組合法 第９６条第４項 × × ×

漁業管理課 知事
水産加工業協同組合
連合会の設立認可の
取消

水産業協同組合法 第１００条第４項 × × ×
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漁業管理課 知事
共済水産業協同組合
連合会の設立認可の
取消

水産業協同組合法
第１００条の８第４
項 × × ×

漁業管理課 知事
業務停止執行方法等
変更命令

水産業協同組合法 第１２３条の２ × × ×

漁業管理課 知事
法令等の違法に対す
る措置命令

水産業協同組合法 第１２４条第１項 × × ×

漁業管理課 知事
業務停止、役員改選
命令

水産業協同組合法 第１２４条第２項 × × ×

漁業管理課 知事
共済規程等の認可の
取消

水産業協同組合法 第１２４条第３項 × × ×

漁業管理課 知事 組合の解散命令 水産業協同組合法 第１２４条の２ × × ×

漁業管理課 知事
総会決議、選挙、当
選の取消

水産業協同組合法 第１２５条第１項 × × ×

水産振興課 知事
漁獲割当設定者の適
格性喪失等による取
消

漁業法 第23条第1項､2項 × × ×

水産振興課 知事
年次漁獲割当量設定
を守らない者に対す
る停泊命令等

漁業法 第27条 × × ×

水産振興課 知事 漁獲割当割合の削減 漁業法 第29条 × × ×

水産振興課 知事 採捕の停止等 漁業法 第33条第2項 × × ×

水産振興課 知事
TACによる採捕の停
止等を守らない者に
対する停泊命令等

漁業法 第34条 × × ×

漁業管理課 知事
沿岸漁業改善資金の
貸付資格の取消

沿岸漁業改善資金助
成法

第７条第１項 × × ×

漁業管理課 知事
許可等の条件（許可
後）

漁業法

第44条第2項（漁業
調整規則第13条第2
項に準用。同規則第
33条第13項で準用す
る場合を含む。）

× × ×

漁業管理課 知事
漁業権の条件の付加
（免許後）

漁業法

第86条第1項（第88
条4項準用で漁業権
休業中の許可に対す
るものを含む）

× × ×

漁業管理課 知事
休業による漁業権の
取消し

漁業法

第89条第1項（第88
条4項準用で漁業権
休業中の許可に対す
るものを含む）

× × ×

漁業管理課 知事
適格性の喪失による
漁業権の取消し

漁業法

第92条第1項（第88
条4項準用で漁業権
休業中の許可に対す
るものを含む）

× × ×

漁業管理課 知事
漁業関係法令違反等
による漁業権の取消
等

漁業法

第92条第2項（第88
条4項準用で漁業権
休業中の許可に対す
るものを含む）

× × ×

漁業管理課 知事
公益上の必要による
漁業権の取消等

漁業法

第93条第1項（第88
条4項準用で漁業権
休業中の許可に対す
るものを含む））

× × ×

漁業管理課 知事
錯誤によってした免
許の取消し

漁業法 第94条 × × ×

漁業管理課 知事
適格性の喪失による
沿岸漁場管理団体指
定の取消し

漁業法 第116条第2項 × × ×

漁業管理課 知事
勧告に従わない場合
による沿岸漁場管理
団体指定の取消し

漁業法 第116条第3項 × × ×

漁業管理課 知事
知事による漁調委指
示の遵守命令

漁業法 第120条第11項 × × ×

漁業管理課 知事
漁場の標識等の設置
命令

漁業法 第122条 × × ×

漁業管理課 知事
漁業関係法令違反者
への停泊命令等

漁業法
第131条第1項（県漁
業調整規則第48条第
1項）

× × ○ 非公開

漁業管理課 知事 漁業調整委員の罷免 漁業法

第144条第1項（第
151条(連調委)、173
条(内水面委)の準用
含む）

× × ×

水産振興課 知事

内水面における第五
種共同漁業権の免許
を受けた者への水産
動植物の増殖命令

漁業法 第169条第1項 × × ×
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水産振興課 知事
増殖命令違反に対す
る漁業権の取消し

漁業法 第169条第2項 × × ×

水産振興課 知事 遊漁規則の変更命令 漁業法 第170条第6項 × × ×

漁業管理課 知事
他人の土地に立ち
入った際に損失を生
じさせた場合

漁業法 第176条第2項 × × ×

漁業管理課 知事

漁業権の取消し等及
び休業中の許可の取
消し等により利益を
受ける者に対し補償
額を全部又は一部負
担させる場合

漁業法
第177条第6項(同条
第14項の準用) × × ×

漁業管理課 知事
動力漁船建造許可等
の取消

漁船法 第７条第１項 × × ×

漁業管理課 知事 漁船の登録の取消 漁船法 第１９条 × × ×

漁業管理課 知事
遊漁船業者への業務
改善命令

遊漁船業の適正化に
関する法律

第２０条 × × ○ 公開済 ○

漁業管理課 知事
遊漁船業者への事業
停止命令

遊漁船業の適正化に
関する法律

第２１条 × × ○ 公開済 ○

漁業管理課 知事
遊漁船業者登録の取
消し

遊漁船業の適正化に
関する法律

第２１条 × × ○ 公開済 ○

漁業管理課 知事
遊漁船業団体への改
善命令

遊漁船業の適正化に
関する法律

第２６条 × × ×

漁業管理課 知事
遊漁船業団体の指定
の取消

遊漁船業の適正化に
関する法律

第２７条 × × ×

漁業管理課 知事
漁業共済団体への必
要措置命令

漁業災害補償法 第７２条 × × ×

漁業管理課 知事
業務執行方法の変更
等必要な措置

漁業災害補償法 第７３条 × × ×

漁業管理課 知事
改善計画の認定の取
消

漁業経営の改善及び
再建整備に関する特
別措置法施行令

第３条第３項 × × ×

水産振興課 知事
代替施設の設置、補
償命令

公有水面埋立法 第１０条 × × ×

水産振興課 知事 埋立免許料の徴収 公有水面埋立法 第１２条第１項 × × ×

水産振興課 知事
災害防止に関する義
務の賦課

公有水面埋立法 第３０条 × × ×

水産振興課 知事
工事施行区域の工作
物の除去命令

公有水面埋立法 第３１条 × × ×

水産振興課 知事
埋立免許の取消、工
作物の除去等の命令

公有水面埋立法 第３２条第１項 × × ×

水産振興課 知事
土地収用等による損
害補償の命令

公有水面埋立法 第３２条第２項 × × ×

水産振興課 知事
違反行為更正、損害
予防施設命令

公有水面埋立法 第３３条第１項 × × ×

水産振興課 知事
無免許埋立者への原
状回復命令

公有水面埋立法 第３６条 × × ×

水産振興課 知事
休業による漁業権の
取消

漁業法 第８９条第１項 × × ×

水産振興課 知事
適格性の喪失による
漁業権の取消し等

漁業法 第９２条 × × ×

水産振興課 知事
公益上の必要による
漁業権の取消し等

漁業法 第９３条 × × ×

水産振興課 知事
錯誤によってした漁
業免許取消

漁業法 第９４条 × × ×

水産振興課 知事
採捕制限等の指示の
遵守命令

漁業法 第１２０条第１１項 × × ×

水産振興課 知事
漁場の標識等の設置
命令

漁業法 第１２２条 × × ×

水産振興課 知事
水産動植物の増殖命
令

漁業法 第１６９条第１項 × × ×

水産振興課 知事
増殖命令違反に対す
る漁業権取消

漁業法 第１６９条第２項 × × ×

水産振興課 知事 遊魚規則の変更命令 漁業法 第１７０条第６項 × × ×

水産振興課 知事
漁港施設の原状回復
命令

漁港漁場整備法 第３７条第２項 × × ○ 公開済 ○
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水産振興課 知事
許可違反者への行為
の中止又は原状回復

漁港漁場整備法 第３９条の２第１項 × × ○ 公開済 ○

水産振興課 知事
占用許可条件違反へ
の取消、原状回復命

漁港漁場整備法 第３９条の２第１項 × × ○ 公開済 ○

水産振興課 知事
土地の欠壊等漁港へ
の危害防止施設設置

漁港漁場整備法 第３９条の２第２項 × × ○ 公開済 ○

水産振興課 知事
土砂採取料、占用料
の徴収

漁港漁場整備法 第３９条の５第１項 × × ×

水産振興課 知事 過怠金の徴収 漁港漁場整備法 第３９条の５第２項 × × ×

水産振興課 知事
無許可工事の変更、
原状回復命令

水産資源保護法 第２２条第２項 × × ×

水産振興課 知事
さく河魚類の進路の
保護管理命令

水産資源保護法 第２５条第２項 × × ×

水産振興課 知事
占用料、土砂採取料
の徴収

海岸法 第１１条 × × ×

水産振興課 知事
占用許可の取消、行
為中止命令等

海岸法 第１２条第１項 × × ×

水産振興課 知事
占用許可の取消、行
為中止命令等

海岸法 第１２条第２項 × × ×

水産振興課 知事
補償費用の原因者へ
の負担命令

海岸法 第１２条の２第４項 × × ×

水産振興課 知事
工事原因者への工事
施行命令

海岸法 第１６条第１項 × × ×

水産振興課 知事
海岸保全施設に対す
る改良、補償命令等

海岸法 第２１条第１項 × × ×

水産振興課 知事
海岸保全施設に対す
る改良、補償命令等

海岸法 第２１条第２項 × × ×

水産振興課 知事
漁業権の取消、行使
の停止命令等

海岸法 第２２条第１項 × × ×

水産振興課 知事
工事原因者への費用
負担命令

海岸法 第３１条第１項 × × ×

水産振興課 知事
付帯工事費用の原因
者負担命令

海岸法 第３２条第３項 × × ×

水産振興課 知事
受益者への工事費用
負担命令

海岸法 第３３条第１項 × × ×

水産振興課 知事 延滞金の徴収 海岸法 第３５条第２項 × × ×

水産振興課 知事
砂利採取計画の変更
命令

砂利採取法 第２２条 × × ×

水産振興課 知事
砂利採取停止、災害
防止措置命令

砂利採取法 第２３条第１項 × × ×

水産振興課 知事
採取後埋戻し等災害
防止措置命令

砂利採取法 第２３条第２項 × × ×

水産振興課 知事
砂利採取計画の認可
の取消等

砂利採取法 第２６条 × × ×

水産振興課 知事
地方卸売市場の認定
の取消

卸売市場法 第１１条第１項 × × ×

水産振興課 知事 罰則
特定水産動植物等の
国内流通の適正化等
に関する法律

第１６条 × × ○ 公開済 ○

水産振興課 知事
特定疾病が疑われる
水産動植物の検査命
令

持続的養殖生産確保
法

第７条の２第２項 × × ×

水産振興課 知事
特定疾病罹患魚の移
動制限等の命令

持続的養殖生産確保
法

第８条第１項 × × ×

水産振興課 知事
特定疾病罹患魚の焼
却処分等の命令

持続的養殖生産確保
法

第８条第１項 × × ×

水産振興課 知事
特定疾病の病原菌付
着物等の消毒命令

持続的養殖生産確保
法

第８条第１項 × × ×

水産振興課 知事

特定疾病にかかるお
それのある水産動植
物の移動制限等の命
令

持続的養殖生産確保
法

第８条第１項 × × ×

水産振興課 知事
特定疾病まん延防止
のための検査等の命
令

持続的養殖生産確保
法

第９条の２ × × ×

用地課 知事
事業廃止、変更につ
いての職権による告
示

土地収用法 第３０条第３項 × ○ 公開済 ○
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用地課 知事
事業廃止、変更につ
いての職権による告
示

土地収用法 第１３８条第１項 × ○ 公開済 ○

用地課 知事
地域福利増進事業に
係る裁定の取消し

所有者不明土地の利
用の円滑化等に関す
る特別措置法

第２３条第１項 × ○ 公開済 ○

用地課 知事
使用権設定土地の原
状回復命令

所有者不明土地の利
用の円滑化等に関す
る特別措置法

第２５条第１項 × ○ 公開済 ○

道路維持課 知事
道路管理者による軌
道関係工事の代執行

軌道法 第８条 × × ×

道路維持課 知事
軌道敷地の道路敷地
への充用

軌道法 第９条 × × ×

道路維持課 知事
軌道関係部分道路の
維持及び修繕の指示

軌道法 第１２条第２項 × × ×

道路維持課 知事
軌道廃止の場合の現
状回復指示

軌道法 第２４条第１項 × × ○

道路維持課 知事
他の工作物管理者へ
の工事施行命令

道路法 第２１条 × × ×

道路維持課 知事 ○ × ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 知事 ○ × ×

道路維持課
福岡県土整備事務所
長 ×

道路維持課
久留米県土整備事務
所長 ×

道路維持課
南筑後県土整備事務
所長 ×

道路維持課
直方県土整備事務所
長 ×

道路維持課
京築県土整備事務所
長 ×

道路維持課
朝倉県土整備事務所
長 ×

道路維持課
八女県土整備事務所
長 ×

道路維持課
北九州県土整備事務
所長 ×

道路維持課
田川県土整備事務所
長 ×

道路維持課
飯塚県土整備事務所
長 ×

道路維持課
那珂県土整備事務所
長 ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

現状回復に代わる措
置の指示

道路法 第４０条第２項

工事原因者への工事
施行命令

道路法 第２２条第１項

占用物件の維持管理
に関する道路占用者
に対する措置命令

道路法 第３９条の９



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
に備置
き

関係出
先機関
に備置
き

県民情
報セン
ター等
に備置
き

県の
ホーム
ページ
で公開

令和７年７月４日現在

主務課（室）名 行政庁等 不利益処分名 法令名 根拠条項

処
分
基
準
の
設
定

出
先
機
関
の
長
へ
の

委
任
等
の
有
無

有の場
合

無の場
合

設定有の場合

運
用
通
達
の
発
出

の
有
無

出
先
機
関
に
お
け

る
処
分
の
有
無

公
開

（公開済の場合）公開方法

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 知事
工作物管理者への危
険防止措置命令

道路法 第４４条第４項 ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

現状回復に代わる措
置の指示

道路法 第４０条第２項

車両積載物の落下予
防等の措置命令

道路法 第４３条の２

違法放置等物件の費
用の負担命令

道路法 第４４条の２第７項



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
に備置
き

関係出
先機関
に備置
き

県民情
報セン
ター等
に備置
き

県の
ホーム
ページ
で公開

令和７年７月４日現在

主務課（室）名 行政庁等 不利益処分名 法令名 根拠条項

処
分
基
準
の
設
定

出
先
機
関
の
長
へ
の

委
任
等
の
有
無

有の場
合

無の場
合

設定有の場合

運
用
通
達
の
発
出

の
有
無

出
先
機
関
に
お
け

る
処
分
の
有
無

公
開

（公開済の場合）公開方法

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課
福岡県土整備事務所
長 ×

道路維持課
久留米県土整備事務
所長 ×

道路維持課
南筑後県土整備事務
所長 ×

道路維持課
直方県土整備事務所
長 ×

道路維持課
京築県土整備事務所
長 ×

道路維持課
朝倉県土整備事務所
長 ×

道路維持課
八女県土整備事務所
長 ×

道路維持課
北九州県土整備事務
所長 ×

道路維持課
田川県土整備事務所
長 ×

道路維持課
飯塚県土整備事務所
長 ×

道路維持課
那珂県土整備事務所
長 ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

違反車両の通行中止
等の措置命令

道路法 第４７条の４第１項

道路に関する必要な
措置命令

道路法 第４７条の４第２項

道路保全立体区域内
での危険防止措置命
令

道路法 第４８条第２項

違法放置等物件の費
用の負担命令

道路法 第４４条の２第７項



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
に備置
き

関係出
先機関
に備置
き

県民情
報セン
ター等
に備置
き

県の
ホーム
ページ
で公開

令和７年７月４日現在

主務課（室）名 行政庁等 不利益処分名 法令名 根拠条項

処
分
基
準
の
設
定

出
先
機
関
の
長
へ
の

委
任
等
の
有
無

有の場
合

無の場
合

設定有の場合

運
用
通
達
の
発
出

の
有
無

出
先
機
関
に
お
け

る
処
分
の
有
無

公
開

（公開済の場合）公開方法

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

行為の中止、物件の
除却等の命令

道路法 第４８条第４項

違反行為の中止その
他の措置命令

道路法 第４８条の１２

通行の中止その他の
措置命令

道路法 第４８条の１６

道路保全立体区域内
での危険防止措置命
令

道路法 第４８条第２項



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
に備置
き

関係出
先機関
に備置
き

県民情
報セン
ター等
に備置
き

県の
ホーム
ページ
で公開

令和７年７月４日現在

主務課（室）名 行政庁等 不利益処分名 法令名 根拠条項

処
分
基
準
の
設
定

出
先
機
関
の
長
へ
の

委
任
等
の
有
無

有の場
合

無の場
合

設定有の場合

運
用
通
達
の
発
出

の
有
無

出
先
機
関
に
お
け

る
処
分
の
有
無

公
開

（公開済の場合）公開方法

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

原因者への工事費用
負担命令

道路法 第５８条第１項

原因者への工事費用
負担命令

道路法 第５９条第３項

通行の中止その他の
措置命令

道路法 第４８条の１６



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
に備置
き

関係出
先機関
に備置
き

県民情
報セン
ター等
に備置
き

県の
ホーム
ページ
で公開

令和７年７月４日現在

主務課（室）名 行政庁等 不利益処分名 法令名 根拠条項

処
分
基
準
の
設
定

出
先
機
関
の
長
へ
の

委
任
等
の
有
無

有の場
合

無の場
合

設定有の場合

運
用
通
達
の
発
出

の
有
無

出
先
機
関
に
お
け

る
処
分
の
有
無

公
開

（公開済の場合）公開方法

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 知事
受益者への工事費用
負担命令

道路法 第６１条第１項 × × ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

非常災害時の土地一
時使用等

道路法 第６８条第１項

非常災害時の業務従
事命令

道路法 第６８条第２項

原因者への工事費用
負担命令

道路法 第５９条第３項

工作物管理者への費
用負担命令

道路法 第６０条



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
に備置
き

関係出
先機関
に備置
き

県民情
報セン
ター等
に備置
き

県の
ホーム
ページ
で公開

令和７年７月４日現在

主務課（室）名 行政庁等 不利益処分名 法令名 根拠条項

処
分
基
準
の
設
定

出
先
機
関
の
長
へ
の

委
任
等
の
有
無

有の場
合

無の場
合

設定有の場合

運
用
通
達
の
発
出

の
有
無

出
先
機
関
に
お
け

る
処
分
の
有
無

公
開

（公開済の場合）公開方法

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 知事 ○ × ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 知事 ○ × ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

許可等の取消、工作
物除去命令等

道路法 第７１条第２項

監督処分損失保証金
の負担命令

道路法 第７２条第３項

非常災害時の業務従
事命令

道路法 第６８条第２項

許可等の取消、工作
物除去命令等

道路法 第７１条第１項



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
に備置
き

関係出
先機関
に備置
き

県民情
報セン
ター等
に備置
き

県の
ホーム
ページ
で公開

令和７年７月４日現在

主務課（室）名 行政庁等 不利益処分名 法令名 根拠条項

処
分
基
準
の
設
定

出
先
機
関
の
長
へ
の

委
任
等
の
有
無

有の場
合

無の場
合

設定有の場合

運
用
通
達
の
発
出

の
有
無

出
先
機
関
に
お
け

る
処
分
の
有
無

公
開

（公開済の場合）公開方法

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 知事
道路予定区域につい
て第４４条第４項を
準用

道路法 第９１条第２項 × × ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路予定区域につい
て第４４条の２第７
項を準用

道路法 第９１条第２項

監督処分損失保証金
の負担命令

道路法 第７２条第３項

道路予定区域につい
て第４０条第２項を
準用

道路法 第９１条第２項



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
に備置
き

関係出
先機関
に備置
き

県民情
報セン
ター等
に備置
き

県の
ホーム
ページ
で公開

令和７年７月４日現在

主務課（室）名 行政庁等 不利益処分名 法令名 根拠条項

処
分
基
準
の
設
定

出
先
機
関
の
長
へ
の

委
任
等
の
有
無

有の場
合

無の場
合

設定有の場合

運
用
通
達
の
発
出

の
有
無

出
先
機
関
に
お
け

る
処
分
の
有
無

公
開

（公開済の場合）公開方法

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 知事 ○ × ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路予定区域につい
て第７１条第１項を
準用

道路法 第９１条第２項

道路予定区域につい
て第４８条第２項を
準用

道路法 第９１条第２項

道路予定区域につい
て第４８条第４項を
準用

道路法 第９１条第２項



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
に備置
き

関係出
先機関
に備置
き

県民情
報セン
ター等
に備置
き

県の
ホーム
ページ
で公開

令和７年７月４日現在

主務課（室）名 行政庁等 不利益処分名 法令名 根拠条項

処
分
基
準
の
設
定

出
先
機
関
の
長
へ
の

委
任
等
の
有
無

有の場
合

無の場
合

設定有の場合

運
用
通
達
の
発
出

の
有
無

出
先
機
関
に
お
け

る
処
分
の
有
無

公
開

（公開済の場合）公開方法

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 知事 ○ × ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 （道路維持課） ○ ×

道路維持課 福岡県土整備事務所長 ×

道路維持課 久留米県土整備事務所長 ×

道路維持課 南筑後県土整備事務所長 ×

道路維持課 直方県土整備事務所長 ×

道路維持課 京築県土整備事務所長 ×

道路維持課 朝倉県土整備事務所長 ×

道路維持課 八女県土整備事務所長 ×

道路維持課 北九州県土整備事務所長 ×

道路維持課 田川県土整備事務所長 ×

道路維持課 飯塚県土整備事務所長 ×

道路維持課 那珂県土整備事務所長 ×

道路維持課 知事
公益物件の除却、工
事中止命令等

共同溝の整備に関す
る特別措置法

第１９条 × × ×

道路維持課 知事
共同溝の建設費の負
担

共同溝の整備に関す
る特別措置法

第２０条第１項 × × ×

道路維持課 知事
共同溝の管理費用の
負担

共同溝の整備に関す
る特別措置法

第２１条 × × ×

道路維持課 知事
電線共同溝の占用予
定者の建設負担金の
負担

電線共同溝の整備等
に関する特別措置法

第７条第１項 × × ×

道路維持課 知事
増設の場合の占用予
定者の建設負担金の
負担

電線共同溝の整備等
に関する特別措置法

第８条第３項 × × ×

道路維持課 知事
占用予定者であった
者以外の者等の占用
負担金の負担

電線共同溝の整備等
に関する特別措置法

第１３条第１項 × × ×

道路予定区域につい
て第７１条第１項を
準用

道路法 第９１条第２項

道路予定区域につい
て第７１条第２項を
準用

道路法 第９１条第２項

道路予定区域につい
て第７２条第３項を
準用

道路法 第９１条第２項



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
に備置
き

関係出
先機関
に備置
き

県民情
報セン
ター等
に備置
き

県の
ホーム
ページ
で公開

令和７年７月４日現在

主務課（室）名 行政庁等 不利益処分名 法令名 根拠条項

処
分
基
準
の
設
定

出
先
機
関
の
長
へ
の

委
任
等
の
有
無

有の場
合

無の場
合

設定有の場合

運
用
通
達
の
発
出

の
有
無

出
先
機
関
に
お
け

る
処
分
の
有
無

公
開

（公開済の場合）公開方法

道路維持課 知事
電線の構造等の基準
に適合しない場合の
措置命令

電線共同溝の整備等
に関する特別措置法

第１６条第２項 × × ×

道路維持課 知事
公益上やむを得ない
必要が生じた場合の
措置命令

電線共同溝の整備等
に関する特別措置法

第１７条第１項 × × ×

道路維持課 知事
措置命令に基づく損
失補償金の原因者負
担

電線共同溝の整備等
に関する特別措置法

第１７条第４項 × × ×

道路維持課 知事
電線共同溝の管理負
担金の負担

電線共同溝の整備等
に関する特別措置法

第１９条 × × ×

道路維持課 知事
電線共同溝の占用の
許可の取消等

電線共同溝の整備等
に関する特別措置法

第２６条 × × ×

道路維持課 知事 敷設許可の取消 専用軌道規則 第６条 × × ×

河川管理課 知事
運河横断施設に関す
る変更命令等

運河法 第３条第２項 × ×

河川管理課 知事
違法工事の停止、除
却命令等

運河法 第５条 × ×

河川管理課 知事
運河使用規程の変更
命令

運河法 第７条第２項 × ×

河川管理課 知事
運河の維持修繕命令
等

運河法 第９条 × ×

河川管理課 知事
免許失効時における
現状回復命令

運河法 第１８条 × ×

河川管理課 知事 水害予防組合の廃止 水防法 第３条の３第１項 × ×

河川管理課
知事、県土整備事務
所長

工事原因者への工事
の施行命令

河川法 第１８条 ○ ×

河川管理課 県土整備事務所長
洪水時等における業
務従事命令

河川法 第２２条第２項 ○ ×

河川管理課 県土整備事務所長
工作物用途廃止後の
原状回復命令

河川法 第３１条第２項 ○ ×

河川管理課 知事
河川の従前の機能の
維持の指示

河川法 第４４条第１項 × ×

河川管理課 知事
ダム操作規程の変更
命令

河川法 第４７条第４項 × ×

河川管理課
知事、県土整備事務
所長

工事費用の原因者へ
の負担命令

河川法 第６７条 ○ ×

河川管理課 知事
附帯工事費用の原因
者への負担命令

河川法 第６８条第２項 × ×

河川管理課 知事
工事費用の受益者へ
の負担命令

河川法 第７０条第１項 × ×

河川管理課 知事
特別水利使用者への
費用負担命令

河川法 第７０条の２第１項 × ×

河川管理課
知事、県土整備事務
所長

許可等の取消、工事
中止命令等

河川法 第７５条第１項 ○ ×

河川管理課
知事、県土整備事務
所長

許可等の取消、工事
中止命令等

河川法 第７５条第２項 ○ ×

河川管理課
知事、県土整備事務
所長

損失補償額の原因者
への原因者負担

河川法 第７６条第３項 × ×

河川管理課
知事、県土整備事務
所長

砂利採取計画の変更
命令

砂利採取法 第２２条 ○ ×

河川管理課 県土整備事務所長
砂利採取停止、災害
防止措置命令

砂利採取法 第２３条第１項 ○ ×

河川管理課 県土整備事務所長
採取跡埋戻し等災害
防止措置命令

砂利採取法 第２３条第２項 ○ ×

河川管理課 知事
砂利採取計画の認可
の取消等

砂利採取法 第２６条 × ×

港湾課 知事
代替施設の設置、補
償命令

公有水面埋立法 第１０条 × × ×

港湾課 知事
災害防止に関する義
務の賦課

公有水面埋立法 第３０条 × × ×

港湾課 知事
工事施工区域の工作
物除去命令

公有水面埋立法 第３１条 × × ×

港湾課 知事
埋立免許の取消、工
作物の除去立等

公有水面埋立法 第３２条第１項 × × ×

港湾課 知事
土地収用等による損
害補償の命令

公有水面埋立法 第３２条第２項 × × ×
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港湾課 知事
違反行為更正、損害
予防施設命令

公有水面埋立法 第３３条 × × ×

港湾課 知事
無免許埋立者への原
状回復命令等

公有水面埋立法 第３６条 × × ×

港湾課 （港湾課） 港湾法 ○ ○ ○

港湾課
県土整備事務所長、
苅田港務所長 ×

港湾課 （港湾課） 港湾法 ○ ○ ○

港湾課
県土整備事務所長、
苅田港務所長 ×

港湾課 （港湾課） 港湾法 ○ ○ ○

港湾課
県土整備事務所長、
苅田港務所長 ×

港湾課 知事
港湾工事費用の原因
者負担命令

港湾法 第４３条の３第１項 × × ×

港湾課 知事
港湾工事費用の受益
者負担命令

港湾法 第４３条の４第１項 × × ×

港湾課 知事
水域施設等の建設禁
止、制限等

港湾法 第５６条の３第２項 × × ×

港湾課 （港湾課） 港湾法 ○ ○ ○

港湾課
県土整備事務所長、
苅田港務所長 ×

港湾課 （港湾課） ○ ○ ○

港湾課
県土整備事務所長、
苅田港務所長 ×

港湾課 知事
占用許可の取消、行
為中止命令

海岸法 第１２条第２項 × × ×

港湾課 知事
補償費用の原因者へ
の負担命令

海岸法 第１２条の２第４項 × × ×

港湾課 知事
工事原因者への工事
施工命令

海岸法 第１６条第１項 × × ×

港湾課 知事
海岸保全施設の改
良、補修命令等

海岸法 第２１条第１項 × × ×

港湾課 知事
海岸保全施設の改
良、補修命令等

海岸法 第２１条第２項 × × ×

港湾課 知事
工事原因者への費用
負担命令

海岸法 第３１条第１項 × × ×

港湾課 知事
附帯工事費用の費用
負担命令

海岸法 第３２条第３項 × × ×

港湾課 知事
受益者への費用負担
命令

海岸法 第３３条第１項 × × ×

砂防課 県土整備事務所長
原因行為者への工事
施行命令

砂防法 第８条 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
原因行為者の工事費
用負担命令

砂防法 第１６条 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
代執行費用の義務者
からの徴収

砂防法 第１８条第２項 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
砂防に関する費用の
不均一賦課

砂防法 第２１条 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
土石、砂礫等の供給
命令

砂防法 第２２条 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
許可の取消、原状回
復命令等

砂防法 第２９条 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
違反事実更正、損害
予防設備命令

砂防法 第３０条 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
間接強制による義務
履行命令

砂防法 第３６条 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
間接強制による過料
納付命令

砂防法 第３６条 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
保証金の目的納付又
は過料への充用

砂防法 第３７条 ○ × ×

臨港地区内の行為計
画の変更命令

第３８条の２第８項

違反構築物の撤去、
移転等の命令

第４０条の２第１項

有害構築物の改築、
除去等の命令

第４１条第１項

工事の中止、許可の
取消等

第５６条の４第１項

占用許可の取消、行
為中止命令

海岸法 第１２条第１項
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砂防課 県土整備事務所長
工事原因者へ工事施
行命令

地すべり等防止法 第１４条第１項 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
許可の取消、原状回
復命令等

地すべり等防止法 第２１条第１項 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
許可の取消、原状回
復命令等

地すべり等防止法 第２１条第２項 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
損失補償額の原因者
への負担命令

地すべり等防止法 第２１条第５項 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
地すべり防止施設の
改良命令等

地すべり等防止法 第２３条第１項 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
地すべり防止施設の
改良命令等

地すべり等防止法 第２３条第２項 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
工事原因者への費用
負担命令

地すべり等防止法 第３４条第１項 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
付帯工事費用の原因
者負担命令

地すべり等防止法 第３５条第３項 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
工事費用の受益者へ
の負担命令

地すべり等防止法 第３６条第１項 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長 延滞金の徴収 地すべり等防止法 第３８条第２項 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
許可の取消、原状回
復命令等

地すべり等防止法 第４５条第１項 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
制限行為許可の取消
等

急傾斜地の崩壊によ
る災害防止に関する
法律

第８条第１項 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
急傾斜地崩壊防止工
事の施行命令

急傾斜地の崩壊によ
る災害防止に関する
法律

第１０条第１項 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
急傾斜地崩壊防止工
事の施行命令

急傾斜地の崩壊によ
る災害防止に関する
法律

第１０条第２項 ○ × ×

砂防課 県土整備事務所長
工事費用の受益者へ
の負担行為

急傾斜地の崩壊によ
る災害防止に関する
法律

第２３条第１項 ○ × ×

砂防課 知事 許可の取消等

土砂災害警戒区域等
における土砂災害防
止対策の推進に関す
る法律

第２０条 × × ×

水資源対策課水道整
備室

知事
水道事業等の認可取
消

水道法 第３５条第１項 × × ○ 公開済 ○

水資源対策課水道整
備室

知事
水道事業施設の改善
指示

水道法 第３６条第１項 × × ○ 公開済 ○

水資源対策課水道整
備室

水道整備室 水道法 ○ ○ ○ 公開済 ○

水資源対策課水道整
備室

保健福祉環境事務所
長

水道法 ○ 公開済

水資源対策課水道整
備室

水道整備室 水道法 ○ ○ ○ 公開済 ○

水資源対策課水道整
備室

保健福祉環境事務所
長

水道法 ○ 公開済 ○

水資源対策課水道整
備室

知事 給水停止命令 水道法 第３７条 ○ ○ ○ 公開済 ○

水資源対策課水道整
備室

水道整備室 水道法 ○ ○ ○ 公開済 ○

水資源対策課水道整
備室

保健福祉環境事務所
長

水道法 ○ 公開済

水資源対策課水道整
備室

知事
供給条件の変更認可
の申請命令

水道法 第３８条第１項 × × ○ 公開済 ○

水資源対策課水道整
備室

知事 供給条件の変更 水道法 第３８条第２項 × × ○ 公開済 ○

水資源対策課水道整
備室

知事
水道用水の緊急応援
命令

水道法 第４０条第１項 × × ○ 公開済 ○

都市計画課 知事
違反建築物の除去命
令等

土地区画整理法 第７６条第４項 × × ×

都市計画課 知事
建築物の移転又は除
去費用の徴収

土地区画整理法 第７８条第２項 × × ×

都市計画課 知事 仮清算金の徴収 土地区画整理法 第１０２条第１項 × × ×

都市計画課 知事 清算金の徴収 土地区画整理法 第１１０条第１項 × × ×

専用水道、簡易専用
水道事業施設の改善
指示

第３６条第１項

簡易専用水道の清掃
等の指示

第３６条第３項

専用水道、簡易専用
水道の給水停止命令

第３７条
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都市計画課 知事
督促手数料及び延滞
金の徴収

土地区画整理法 第１１０条第４項 × × ×

都市計画課 知事
換地を住宅先行建設
区内に定めるべき住
宅の指定の取消

土地区画整理法
第１１７条の２第４
項 × × ×

都市計画課 知事
個人施行者の処分の
取消等

土地区画整理法 第１２４条第１項 × × ×

都市計画課 知事
個人施行者の施行認
可の取消

土地区画整理法 第１２４条第２項 × × ×

都市計画課 知事
組合の設立認可の取
消

土地区画整理法 第１２５条第４項 × × ×

都市計画課 知事
区画整理会社施行者
の処分の取消等

土地区画整理法
第１２５条の２第３
項 × × ×

都市計画課 知事
区画整理会社施行者
の施行認可の取消

土地区画整理法
第１２５条の２第４
項 × × ×

都市計画課 知事
路外駐車場の供用停
止の命令等

駐車場法 第１９条第１項 × × ×

開発・盛土指導課 知事
不正手段による許可
等の取消

宅地造成及び特定盛
土等規制法

第２０条第１項 × × ×

開発・盛土指導課 知事
宅地工事施行停止、
防災措置命令

宅地造成及び特定盛
土等規制法

第２０条第２項 × × ×

開発・盛土指導課 知事
宅地使用禁止、防災
措置命令

宅地造成及び特定盛
土等規制法

第２０条第３項 × × ×

開発・盛土指導課 知事
工事施行の緊急停止
命令

宅地造成及び特定盛
土等規制法

第２０条第４項 × × ×

開発・盛土指導課 知事
擁壁等設置、地形改
良工事命令

宅地造成及び特定盛
土等規制法

第２３条第１項 × × ×

開発・盛土指導課 知事
原因者に対する工事
施行命令

宅地造成及び特定盛
土等規制法

第２３条第２項 × × ×

開発・盛土指導課 知事
造成宅地防災区域内
の地形改良工事命令

宅地造成及び特定盛
土等規制法

第４７条第１項 × × ×

開発・盛土指導課 知事
造成宅地防災区域内
の原因者に対する工
事命令

宅地造成及び特定盛
土等規制法

第４７条第２項 × × ×

開発・盛土指導課 知事
資付金の目的外使
用、条件違反の場合
の徴収

都市開発資金の貸付
けに関する法

第２条第７項 × × ○ 公開済 ○

都市計画課 知事
違反施設の移転、除
却等の命令

流通業務市街地の整
備に関する法

第６条第１項 × × ×

都市計画課 知事
都市計画事業の受益
者への費用負担金命
令

都市計画法 第７５条第１項 × × ×

都市計画課 知事
許可の取消、建築物
除却命令等

都市計画法 第８１条第１項 × × ×

都市計画課 知事
無許可建築者に対す
る措置命令

都市再開発法 第７条の５第１項 × × ×

都市計画課 知事
特定事業参加者に対
する負担金及び延滞
金の徴収

都市再開発法
第５６条の３第１項
～第３項 × × ×

都市計画課 知事
無許可建築者に対す
る除却命令等

都市再開発法 第６６条第４項 × × ×

都市計画課 知事 土地の明渡しの請求 都市再開発法 第９６条第１項 × × ×

都市計画課 知事
特定建築者の決定の
取消

都市再開発法 第９９条の８第１項 × × ×

都市計画課 知事 土地の明渡し請求 都市再開発法 第９９条の８第２項 × × ×

都市計画課 知事 清算金の徴収 都市再開発法 第１０４条 × × ×

都市計画課 知事 延滞金の徴収 都市再開発法 第１０６条第３項 × × ×

都市計画課 知事 清算金の徴収 都市再開発法 第１１１条 × × ×

都市計画課 知事 延滞金の徴収 都市再開発法 第１１１条 × × ×

都市計画課 知事 事業代行開始の決定 都市再開発法 第１１２条 × × ×

都市計画課 知事 清算金の徴収 都市再開発法
第１１８条の２４第
１項 × × ×



不利益処分一覧（行政手続法適用） 

主務課
に備置
き

関係出
先機関
に備置
き

県民情
報セン
ター等
に備置
き

県の
ホーム
ページ
で公開

令和７年７月４日現在

主務課（室）名 行政庁等 不利益処分名 法令名 根拠条項

処
分
基
準
の
設
定

出
先
機
関
の
長
へ
の

委
任
等
の
有
無

有の場
合

無の場
合

設定有の場合

運
用
通
達
の
発
出

の
有
無

出
先
機
関
に
お
け

る
処
分
の
有
無

公
開

（公開済の場合）公開方法

都市計画課 知事 延滞金の徴収 都市再開発法
第１１８条の２４第
２項 × × ×

都市計画課 知事 清算金の徴収 都市再開発法
第１１８条の２５の
３第３項 × × ×

都市計画課 知事 物件の移転命令 都市再開発法
第１１８条の２７第
１項 × × ×

都市計画課 知事
特定建築者の決定の
取消

都市再開発法
第１１８条の２８第
２項 × × ×

都市計画課 知事 土地の明渡し請求 都市再開発法
第１１８条の２８第
２項 × × ×

都市計画課 知事
施行者に対する措置
命令

都市再開発法 第１２４条第３項 × × ×

都市計画課 知事
個人施行者の処分の
取消等

都市再開発法
第１２４条の２第１
項 × × ×

都市計画課 知事
個人施行者の施行認
可の取消

都市再開発法
第１２４条の２第２
項 × × ×

都市計画課 知事
市街地再開発組合の
設立認可の取消

都市再開発法 第１２５条第４項 × × ×

都市計画課 知事
再開発会社施行者の
処分の取消等

都市再開発法
第１２５条の２第３
項 × × ×

都市計画課 知事
再開発会社施行者の
施行認可の取消

都市再開発法
第１２５条の２第４
項 × × ×

都市計画課 知事
土地の原状復帰、建
築物等の除却

地方拠点都市地域の
整備及び産業業務施
設の再配置の～法

第２１条第６項 × × ×

建築指導課 知事
建設業法違反業者に
対する指示

建設業法 第２８条第１項 × ○ 公開済 ○ ○

建築指導課 知事
勧告に従わない場合
の指示

建設業法 第２８条第１項後段 × ○ 公開済 ○ ○

建築指導課 知事
無許可建設業者に対
する指示

建設業法 第２８条第２項 × ○ 公開済 ○ ○

建築指導課 知事
建設業者に対する営
業停止命令

建設業法 第２８条第３項 × ○ 公開済 ○ ○

建築指導課 知事
建設業者の許可の取
消

建設業法 第２９条 × ○ 公開済 ○ ○

建築指導課 知事
許可取消前の請負工
事の施工差止

建設業法 第２９条の３第３項 × ×

建築指導課 知事
営業停止業者役員等
の営業禁止

建設業法 第２９条の４第１項 × ○ 公開済 ○ ○

建築指導課 知事
許可取消業者役員等
の営業禁止

建設業法 第２９条の４第２項 × ○ 公開済 ○ ○

建築指導課 知事
指定確認検査機関が
確認した建築計画に
対する不適合通知

建築基準法 第６条の２第６項 × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
違反建築物の除却命
令等

建築基準法 第９条第１項 × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事 違反建築物の仮命令 建築基準法 第９条第７項 × × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
違反建築工事の施行
の緊急の停止命令

建築基準法 第９条第１０項 × × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
違反建築物の設計者
等に対する措置

建築基準法 第９条の３ × × ×

建築指導課 知事

保安上危険となるお
それのある既存不適
格建築物に対する除
却等の勧告

建築基準法 第１０条第１項 × × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事

保安上危険となるお
それのある既存不適
格建築物に対する除
却等の命令

建築基準法 第１０条第２項 × × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
保安上危険な建築物
の除却命令等

建築基準法 第１０条第３項 × × ×

建築指導課 知事
危険建築物の使用禁
止、使用制限

建築基準法 第１０条第４項 × × ×

建築指導課 知事
私道の変更又は廃止
の制限

建築基準法 第４５条第１項 × ×

建築指導課 知事
指定確認検査機関の
確認検査員の解任

建築基準法
第７７条の２４第４
項 × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
確認検査業務規程の
変更命令

建築基準法
第７７条の２７第３
項 × ○ 公開済 ○
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建築指導課 知事
指定確認検査機関に
対する監督命令

建築基準法
第７７条の３０第１
項 × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
指定確認検査機関の
指定の取消

建築基準法
第７７条の３５第１
項 × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
指定確認検査機関の
指定取消、業務停止

建築基準法
第７７条の３５第１
項 × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
指定構造計算適合性
判定機関に対する監
督命令

建築基準法
第７７条の３５の１
６第１項 × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
指定構造計算適合性
判定機関にの指定取
消、業務停止

建築基準法
第７７条の３５の１
９第２項 × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
全体計画の履行に係
る改善措置命令

建築基準法 第８６条の８第５項 × ×

建築指導課 知事
全体計画の認定取消
し

建築基準法 第８６条の８第６項 × ×

建築指導課 知事
危険防止のための工
事停止命令

建築基準法 第８７条の４第１項 × ×

建築指導課 知事
工事中の建設設備に
係る措置命令

建築基準法 第８７条の４第１項 × ×

建築指導課 知事
違反煙突等の除却、
移転等の命令

建築基準法 第８８条第１項 × × ×

建築指導課 知事
違反煙突等の使用禁
止、使用制限

建築基準法 第８８条第１項 × × ×

建築指導課 知事
違反煙突等工事の施
行の停止命令

建築基準法 第８８条第１項 × × ×

建築指導課 知事
保安上危険な煙突等
の除却命令等

建築基準法 第８８条第１項 × × ×

建築指導課 知事
危険煙突等の使用禁
止、使用制限

建築基準法 第８８条第１項 × × ×

建築指導課 知事
危害防止のための除
却等措置命令

建築基準法 第８８条第１項 × × ×

建築指導課 知事
緊急時の使用禁止、
使用制限命令

建築基準法 第８８条第１項 × × ×

建築指導課 知事
危害防止のための工
事停止命令等

建築基準法 第８８条第１項 × × ×

建築指導課 知事
工事中の建設設備に
係る措置命令等

建築基準法 第８８条第１項 × × ×

建築指導課 知事
違反製造施設等の除
却等の命令

建築基準法 第８８条第２項 × × ×

建築指導課 知事
違反製造施設等の使
用禁止命令等

建築基準法 第８８条第２項 × × ×

建築指導課 知事
違反建築工事の施行
の停止命令

建築基準法 第８８条第２項 × × ×

建築指導課 知事
危害防止のための除
却等措置命令

建築基準法 第８８条第２項 × × ×

建築指導課 知事
緊急時の使用禁止、
使用制限命令

建築基準法 第８８条第２項 × × ×

建築指導課 知事
危害防止のための工
事停止命令

建築基準法 第８８条第２項 × × ×

建築指導課 知事
工事中の建設設備に
係る措置命令等

建築基準法 第８８条第２項 × × ×

建築指導課 知事
違反看板等の除却、
移転等の命令

建築基準法 第８８条第４項 × × ×

建築指導課 知事
違反看板等の使用禁
止、使用制限

建築基準法 第８８条第４項 × × ×

建築指導課 知事
違反看板等設置工事
施行停止命令

建築基準法 第８８条第４項 × × ×

建築指導課 知事
保安上危険な看板等
の除却命令等

建築基準法 第８８条第４項 × × ×

建築指導課 知事
危険看板等の使用禁
止、使用制限

建築基準法 第８８条第４項 × × ×

建築指導課 知事
危害防止のための除
却等措置命令

建築基準法 第９０条第３項 × × ×

建築指導課 知事
緊急時の使用禁止、
使用制限命令

建築基準法 第９０条第３項 × × ×

建築指導課 知事
危害防止のための工
事停止命令

建築基準法 第９０条第３項 × × ×
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建築指導課 知事
工事中特殊建築に係
る措置命令等

建築基準法 第９０条の２第１項 × × ×

建築指導課 知事
緊急時の使用禁止、
使用制限命令等

建築基準法 第９０条の２第２項 × × ×

建築指導課 知事 建築士免許の取消 建築士法 第９条第１項 × × ×

建築指導課 知事
建築士免許の取消、
業務停止

建築士法 第１０条第１項 × × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
建築士試験の受験禁
止

建築士法 第１３条の２第３項 × × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
県指定試験機関の役
員の解任命令

建築士法 第１５条の６ × × ×

建築指導課 知事 試験委員の解任命令 建築士法 第１５条の６ × × ×

建築指導課 知事
県指定試験機関の指
定の取消

建築士法 第１５条の６ × × ×

建築指導課 知事
県指定試験機関の指
定の取消等

建築士法 第１５条の６ × × ×

建築指導課 知事
試験事務規程の変更
命令

建築士法 第１５条の６ × × ×

建築指導課 知事 監督命令 建築士法 第１５条の６ × × ×

建築指導課 知事
建築士事務所の登録
の抹消

建築士法 第２３条の８第１項 × × ×

建築指導課 知事
建築士事務所の登録
の取消

建築士法 第２６条第１項 × × ×

建築指導課 知事
建築士事務所の登録
の取消等

建築士法 第２６条第２項 × × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
不正受験者の合格取
消、受験禁止

宅地建物取引業法 第１７条第１項 × × ×

建築指導課 知事
不正受験者の受験禁
止

宅地建物取引業法 第１７条第３項 × × ×

建築指導課 知事
宅地建物取引業者の
免許の取消

宅地建物取引業法 第２５条第７項 × × ×

建築指導課 知事
宅地建物取引業者に
対する指示

宅地建物取引業法 第６５条第１項 × × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
宅地建物取引業者の
業務停止命令

宅地建物取引業法 第６５条第２項 × × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
宅地建物取引業者に
対する指示

宅地建物取引業法 第６５条第３項 × × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
宅地建物取引業者の
業務停止命令

宅地建物取引業法 第６５条第４項 × × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
宅地建物取引業者の
免許の取消

宅地建物取引業法 第６７条 × × ×

建築指導課 知事
宅地建物取引主任者
に対する指示

宅地建物取引業法
第６８条第１項、第
３項 × × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
宅地建物取引主任者
の事務の禁止

宅地建物取引業法
第６８条第２項、第
４項 × × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
宅地建物取引主任者
の登録の消除

宅地建物取引業法 第６８条の２第１項 × × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
宅地建物取引主任者
の登録の消除

宅地建物取引業法 第６８条の２第２項 × × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
販売契約約款の変更
命令

積立式住宅建物販売
業法

第１０条第３項 × × ×

建築指導課 知事 業務運営の改善命令
積立式住宅建物販売
業法

第４２条第１項 × × ×

建築指導課 知事 契約の締結禁止命令
積立式住宅建物販売
業法

第４３条第１項 × × ×

建築指導課 知事 業務の停止命令
積立式住宅建物販売
業法

第４４条第１項 × × ×

建築指導課 知事 販売業の許可の取消
積立式住宅建物販売
業法

第４４条第２項 × × ×

建築指導課 知事
登録抹消前の請負工
事の施工差止

浄化槽法 第２８条第２項 × ×
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建築指導課 知事
業者の登録取消、事
業停止命令

浄化槽法 第３２条第２項 × ×

建築指導課 知事
対象建設工事の届出
等に係る変更命令

建設工事に係る資材
の再資源化等に関す
る法律

第１０条第３項 × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
分別解体等実施義務
の実施命令

建設工事に係る資材
の再資源化等に関す
る法律

第１５条 × ×

建築指導課 知事
不動産特定共同事業
者に対する指示

不動産特定共同事業
法

第３４条第１項 × × ×

建築指導課 知事
不動産特定共同事業
者に対する指示

不動産特定共同事業
法

第３４条第２項 × × ×

建築指導課 知事
不動産特定共同事業
者の業務停止命令

不動産特定共同事業
法

第３５条第１項 × × ×

建築指導課 知事
不動産特定共同事業
者の業務停止命令

不動産特定共同事業
法

第３５条第２項 × × ×

建築指導課 知事
不動産特定共同事業
者の許可の取消

不動産特定共同事業
法

第３６条 × × ×

建築指導課 知事
業務管理者の解任命
令

不動産特定共同事業
法

第３７条第１項 × × ×

建築指導課 知事
業務管理者の解任命
令

不動産特定共同事業
法

第３７条第２項 × × ×

建築指導課 知事
認定事業者に対する
改善命令

建築物の耐震改修の
促進に関する法律

第20条 × × ×

建築指導課 知事
建築物の耐震改善の
計画認定の取消し

建築物の耐震改修の
促進に関する法律

第21条 × × ×

建築指導課 知事
建築主等に対する是
正命令

高齢者、障害者等の
移動等の円滑化の促
進に関する法律

第１５条第１項 × ×

建築指導課 知事
認定建築主等に対す
る改善命令

高齢者、障害者等の
移動等の円滑化の促
進に関する法律

第２１条 × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事
特定建築物の建築等
及び維持保全の計画
の認定の取消し

高齢者、障害者等の
移動等の円滑化の促
進に関する法律

第２２条 × ○ 公開済 ○

建築指導課 知事

基本構想に基づく事
業（建築物特定事業
に限る。）の実施に係
る命令処分

高齢者、障害者等の
移動等の円滑化の促
進に関する法律

第３８条第４項 × ×

建築指導課 知事
低炭素建築物の新築
等に対する改善命令

都市の低炭素化の促
進に関する法律

第５７条 × ×

建築指導課 知事
低炭素建築物新築等
計画の認定の取消し

都市の低炭素化の促
進に関する法律

第５８条 × ×

建築指導課 知事

建築物エネルギー消
費性能向上計画の認
定建築主に対する改
善命令

建築物のエネルギー
消費性能の向上に関
する法律

第３８条 × ×

建築指導課 知事
建築物エネルギー消
費性能向上計画の認
定の取消し

建築物のエネルギー
消費性能の向上に関
する法律

第３９条 × ×

公園街路課 公園街路課 ○ ○

公園街路課 県土整備事務所長 ×

公園街路課 公園街路課 ○ ○

公園街路課 県土整備事務所長 ×

公園街路課 公園街路課 ○ ○

公園街路課 県土整備事務所長 ×

公園街路課 知事
公園保全立体区域に
おける損害防止措置
命令

都市公園法 第２６条第２項 × ×

公園街路課 知事
公園保全立体区域に
おける損害防止措置
命令

都市公園法 第２６条第４項 × ×

公園街路課 公園街路課 ○ ○

公園街路課 県土整備事務所長 ×

原因者への費用負担
命令

都市公園法 第１３条

附帯工事原因者への
費用負担命令

都市公園法 第１４条第２項

許可の取消、措置命
令等

都市公園法 第２７条第１項

原状回復等の措置の
指示

都市公園法 第１０条第２項
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公園街路課 公園街路課 ○ ○

公園街路課 県土整備事務所長 ×

公園街路課 知事
原因者に対する補償
額の負担命令

都市公園法 第２８条第４項 × ×

公園街路課 知事
公園予定区域におけ
る原状回復措置の指
示等

都市公園法
第３３条第４項（１
０－２） × ×

公園街路課 知事
公園予定区域におけ
る原因者への費用負
担命令

都市公園法
第３３条第４項（１
３） × ×

公園街路課 知事
公園予定区域におけ
る附帯工事原因者へ
の費用負担命令

都市公園法
第３３条第４項（１
４－２） × ×

公園街路課 知事

緑地保全地域内にお
いて届出を要する行
為をしようとする者
に対する措置命令等

都市緑地法 第８条第１項 × × ×

公園街路課 知事
緑地保全地域内の現
状敬服命令等

都市緑地法 第９条 × × ×

公園街路課 知事
特別緑地保全地区内
の原状回復命令等

都市緑地法 第１５条第１項 × × ×

下水道課 知事
特定施設の設置計画
の廃止命令等

下水道法
第１２条の５（第２
５条の３０） × × ×

下水道課 知事
施設損傷者への工事
費用負担命令

下水道法
第１８条（第２５条
の３０） × × ×

下水道課 知事
汚染原因者への費用
負担命令

下水道法
第１８条の２（第２
５条の３０） × × ×

下水道課 知事
下水の排除の停止命
令等

下水道法 第３７条の２ × × ×

下水道課 知事
許可等の取消、工事
中止命令等

下水道法 第３８条第１項 × × ×

下水道課 知事
許可等の取消、工事
中止命令等

下水道法 第３８条第２項 × × ×

下水道課 知事
補償金の原因者に対
する負担命令

下水道法 第３８条第６項 × × ×

住宅計画課 知事
違反建築物除却、原
状回復命令等

住宅地区改良法 第９条第４項 × ×

住宅計画課 知事
不良住宅の明け渡し
命令

住宅地区改良法 第１１条第２項 × ×

住宅計画課 知事
建築物等の明け渡し
命令

住宅地区改良法 第１３条第２項 × ×

住宅計画課 知事
施行計画変更、工事
中止命令等

新住宅市街地開発法 第４１条第１項 × ×

住宅計画課 知事
都市計画事業の認可
の取消(法人)

新住宅市街地開発法 第４８条第３項 × ×

住宅計画課 知事 供給計画の取消
特定優良賃貸住宅供
給促進法

第１１条 × ×

住宅計画課 知事
賃貸住宅の建設又は
管理の改善措置命令

特定優良賃貸住宅供
給促進法

第１０条 × ×

住宅計画課 知事 登録の取消し
高齢者の居住の安定
確保に関する法律

第２６条 × ×

住宅計画課 知事

サービス付き高齢者
向け住宅指定登録機
関の登録事務規程の
変更命令

高齢者の居住の安定
確保に関する法律

第３３条第３項 × ×

住宅計画課 知事
サービス付き高齢者
向け住宅指定登録機
関の監督命令

高齢者の居住の安定
確保に関する法律

第３５条 × ×

住宅計画課 知事
サービス付き高齢者
向け住宅指定登録機
関の指定の取消し

高齢者の居住の安定
確保に関する法律

第３８条 × ×

住宅計画課 知事
終身建物賃貸借の事
業の改善措置命令

高齢者の居住の安定
確保に関する法律

第６８条 × ×

住宅計画課 知事
終身建物賃貸借の事
業の認可の取消

高齢者の居住の安定
確保に関する法律

第６９条 × ×

住宅計画課 知事
認定計画実施者への
改善命令

長期優良住宅の普及
の促進に関する法律

第１３条 × ×

住宅計画課 知事 計画の認定取消し
長期優良住宅の普及
の促進に関する法律

第１４条第１項 × ×

住宅計画課 知事
マンション建替組合
の事業計画に対する
修正命令

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第１１条第３項 × ×

住宅計画課 知事
マンション建替組合
又は個人施行者に対
する報告、勧告等

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第９７条第１項 × ×

許可の取消、措置命
令等

都市公園法 第２７条第２項
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住宅計画課 知事
マンション建替組合
又は個人施行者に対
する命令

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第９７条第２項 × ×

住宅計画課 知事
マンション建替組合
への違反是正のため
の命令

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第９８条第３項 × ×

住宅計画課 知事
マンション建替組合
の設立認可の取消し

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第９８条第４項 × ×

住宅計画課 知事

マンション建替組合
の組合員の請求に基
づいて行う議決、選
挙、投票の取消し

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第９８条第７項 × ×

住宅計画課 知事
個人施行者への違反
是正措置命令

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第９９条第１項 × ×

住宅計画課 知事
個人施行者の建替事
業の施行認可取消し

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第９９条第２項 × ×

住宅計画課 知事
要除却認定マンショ
ンの区分所有者への
指示

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第１０４条第２項 × ×

住宅計画課 知事
マンション敷地売却
事業の施行促進のた
めの命令

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第１６０条第２項 × ×

住宅計画課 知事
マンション敷地売却
事業の違反是正のた
めの命令

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第１６１条第３項 × ×

住宅計画課 知事
マンション敷地売却
組合の設立認可の取
消し

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第１６１条第４項 × ×

住宅計画課 知事
マンション敷地売却
組合の議決等の取消
し

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第１６１条第７項 × ×

住宅計画課 知事
事業計画の意見書の
修正命令

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第１７０条第３項 × ×

住宅計画課 知事
マンション敷地分割
組合に対する事業促
進のための命令

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第２１３条第２項 × ×

住宅計画課 知事
マンション敷地分割
組合の違反是正のた
めの命令

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第２１４条第３項 × ×

住宅計画課 知事
マンション敷地分割
組合の設立認可の取
消し

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第２１４条第４項 × ×

住宅計画課 知事
マンション敷地分割
組合の議決等の取消
し

マンションの建替え
の円滑化等に関する
法律

第２１４条第７項 × ×

住宅計画課 知事 管理の改善命令
マンションの管理の
適正化の推進に関す
る法律

第５条の９ × ×

住宅計画課 知事
管理計画の認定の取
消し

マンションの管理の
適正化の推進に関す
る法律

第５条の１０第１項 × ×

住宅計画課 知事
住宅確保要配慮者円
滑入居賃貸住宅登録
事業者への指示

住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供
給の促進に関する法
律

第２３条 × ×

住宅計画課 知事
住宅確保要配慮者円
滑入居賃貸住宅の登
録の取消し

住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供
給の促進に関する法
律

第２４条 × ×

住宅計画課 知事

住宅確保要配慮者円
滑入居賃貸住宅指定
登録機関の登録事務
規程の変更命令

住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供
給の促進に関する法
律

第３０条 × ×

住宅計画課 知事
住宅確保要配慮者円
滑入居賃貸住宅指定
登録機関の監督命令

住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供
給の促進に関する法
律

第３２条 × ×

住宅計画課 知事

住宅確保要配慮者円
滑入居賃貸住宅指定
登録機関の指定の取
消し等

住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供
給の促進に関する法
律

第３５条 × ×

住宅計画課 知事
居住支援法人の債務
保証業務規程の変更
命令

住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供
給の促進に関する法
律

第４４条第３項 × ×

住宅計画課 知事
居住支援法人の監督
命令

住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供
給の促進に関する法
律

第４８条 × ×
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住宅計画課 知事
居住支援法人の指定
の取消し等

住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供
給の促進に関する法
律

第５０条 × ×

住宅計画課 知事 監督命令 地方住宅供給公社法 第４１条 × ×

住宅計画課 知事
違法行為に対する措
置

地方住宅供給公社法 第４２条第１項 × ×


